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ら
れ
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れ
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t工

じ

め

(
1〉

か
つ
て
、
漢
代
の
不
道
罪
の
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
た
大
庭
僑
氏
は
、
漢
律
に
お
け
る
最
大
の
罪
た
る
不
道
罪
の
中
に
、

謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀
叛
、
④
悪
逆
、
⑤
不
道
、
@
大
不
敬
、
⑦
不
孝
、
@
不
陸
、
@
不
義
、
⑬
内
一
蹴
〉
中
の
謀
大
逆
、
謀
叛
に
比
し
得
る
も
の
が
あ
る

(
2〉

即
ち
十
悪
の
う
ち
の
五
つ
〈
①
謀
反
、
②
謀
大
逆
、
③
謀

唐
律
の
十
悪
(
①

こ
と
を
考
詮
し
、

飯
、
⑤
不
道
、
@
大
不
敬
〉
ま
で
は
漢
律
に
比
定
し
得
る
も
の
が
あ
り
、

に
「
漢
の
不
道
と
い
う
罪
が
律
概
念
の
護
達
に
と
も
な
っ
て
分
化
し
、
唐
の
十
悪
へ
と
連
関
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
。
|
|
行

漢
律
か
ら
唐
律
へ
の
流
れ
を
展
望
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
も
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
不
道
罪
と
閥
連
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
故
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論
の
便
宜
上
、
筆
者
は
不
道
罪
と
関
連
す
る
こ
の
五
罪
を
〈
不
道
罪
グ
ル
ー
プ
〉
と
し
て
分
類
す
る
|
|
。

十
悪
と
は
『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
の
十
悪
の
疏
議
に
「
五
刑
の
中
、
十
悪
は
尤
も
切
な
り
。
名
数
を
筋
損
し
冠
日
免
を
致
裂
す
る
な
れ
は
、
特

に
篇
首
に
標
し
て
以
て
明
誠
と
矯
す
。
其
の
甚
だ
悪
し
き
も
の
を
数
ふ
る
に
、
事
類
十
あ
り
。
故
に
十
悪
と
稀
す
。
然
し
て
漢
制
九
一
章
一
並
び
に

浬
複
す
と
雄
も
、
其
の
不
道
・
不
敬
の
目
は
見
存
す
。
夫
れ
販
の
初
を
原
ぬ
る
に
、
蓋
し
漢
に
起
る
な
ら
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
に
起
源
を

有
す
る
と
俸
え
ら
れ
る
十
種
類
の
大
罪
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
八
議
の
疏
議
に
「
其
の
十
悪
を
犯
す
者
、
死
罪
は
上
請
す
る
を
得
。
す
、
流
罪
以

下
は
滅
罪
す
る
を
得
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
悪
の
罪
を
犯
せ
ば
、
身
分
や
功
績
に
よ
る
特
権
が
認
め
ら
れ
ず
、
し
ば
し
ば
恩
赦
の
封
象
か
ら

除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
十
悪
の
う
ち
の
他
の
五
悪
(
④
慈
逆
、
⑦
不
孝
、
③
不
陸
、
@
不
義
、
⑬
内
飢
)

に
つ
い
て
大
庭
氏
は

「
天
子
、
園
家
、

社
舎
を
劉
象
と

す
る
罪
名
た
る
不
道
罪
と
は
性
質
を
異
に
す
る
名
数
違
背
的
な
罪
で
あ
り
」
、
家
族
倫
理
も
し
く
は
師
弟
の
道
と
い
う
よ
う
な
、
個
人
を
め
ぐ
る

筆
者
は
こ
れ
ら
五
罪
を
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
と
し
て
分
類
す
る
|
|
。
従
っ
て
、

「
漢
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
(
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
の
罪
)
は

- 2ー

震
小
社
舎
内
の
道
徳
に
背
反
す
る
と
い
う
貼
に
お
い
て
互
い
に
共
通
す
る
と
見
る
。
ー
ー
ー
そ
の
代
表
格
が
「
不
孝
」
罪
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、

躍
教
の
問
題
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
最
大
の
罪
た
る
不
道
を
以
て
慮
罰
す
る
と
い
う
程
ま
で
、
刑
の
意
識
が
接
大
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
」
と
大
庭
氏
は
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
即
ち
、
漢
代
以
前
に
は
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
は
刑
名
と
し
て
未
成
立
で
あ
っ
た
と
見
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
漢
代
以
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
、

か
つ
漢
以
降
の
歴
代
王
朝
が
、
民
衆
教
化
の
た
め
の
基
本
理
念
を
示
す
テ
キ
ス
ト
と
し

て
重
覗
し
た
『
孝
経
』
の
中
の
五
刑
章
第
十
一
に
は

五
刑
之
属
三
千
、
而
罪
莫
大
於
不
孝
。

と
あ
る
。
右
文
の
意
義
を
解
稗
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
文
中
に
い
う
「
不
孝
」
が
「
五
刑
之
層
」
即
ち
刑
法
の
範
暗
に
入
る
の
か
否
か
と
い
う
こ

と
が
鍵
と
な
る
。

し
か
し
て
こ
れ
が
「
五
刑
」
章
の
中
に
記
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

「
不
孝
」
が
五
刑
と
は
別
格
の
存
在
と



し
て
(
即
ち
純
粋
に
道
徳
的
概
念
で
〉
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
観
賠
に
立
つ
な
ら
ば
、
三
千
僚
に
及
ぶ

諸
刑
罪
の
中
で
最
大
の
罪
が
即
ち
「
不
孝
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
解
蒋
が
有
力
と
な
る
。
こ
れ
を
支
持
す
る
記
述
と
し
て
『
周
櫨
』
地
官
上
、

郷
八
刑
に

郷
の
八
刑
を
以
て
高
民
を
糾
す
、

(

3

)

 

と
あ
る
。
右
文
に
よ
れ
ば
、

一
に
日
く
不
孝
之
刑
、
云
々
。

(
4〉

『
周
薩
』
地
官
篇
の
成
立
時
に
は
「
不
孝
」
が
ま
、ぎ
れ
も
な
く
刑
名
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
郷
八
刑

の
う
ち
で
最
も
重
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、

と
、
大
庭
氏
の
い
う
漢
代
の
最
大
の
刑
罪
た
る
不
道
罪
と
が
、
同
時
に
刑
罪
と
し
て
存
在
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、

は
じ
め
と
す
る
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
の
罪
が
漢
代
以
前
で
は
躍
教
の
問
題
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
前
述
の
大
庭
氏
の
見
解
に
は
、

『
孝
経
』
お
よ
び
『
周
櫨
』
の
最
大
と
す
る
「
不
孝
」
罪

「
不
孝
」
罪
を

必
ず
し
も
従
い
難
い
の
で
あ
る
。

- 3ー

「
孝
」
と
い
う
語
は
、
租
先
祭
柁
と
同
義
で
西
周
よ
り
用
い
ら
れ
て
お
り
、
孝
の
否
定
形
で
あ
る
「
不
孝
」
は
、
例
え
ば
『
躍
記
』
王
制
に

(
5〉

「
宗
廟
に
順
は
ざ
る
者
有
れ
ば
不
孝
と
篤
し
、
不
孝
な
る
者
は
君
期
す
る
に
簡
を
以
て
す
」
と
あ
り
、
ま
た
『
向
書
』
の
中
で
も
最
古
に
成
立

(
6〉

し
た
と
さ
れ
る
周
書
康
詰
に
は
既
に
「
不
孝
不
友
」
と
い
う
語
が
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
例
に
鑑
み
て
、
刑
罰
用
語
と
し
て
の
「
不
孝
」
の

(

7

)

 

概
念
は
、
漢
代
を
遡
る
は
る
か
以
前
よ
り
成
立
し
て
い
た
と
見
る
立
場
も
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
親
黙
に
立
つ
野
村
茂
夫
氏
は
、

右
の
「
不
孝
不
友
」
の
罪
は
『
孝
経
』
五
刑
章
に
い
う
如
き
最
大
の
罪
悪
と
ま
で
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
嘗
初
は
一
般
的
な
罪
悪

で
あ
っ
た
「
不
孝
L

罪
が
、
時
代
が
下
る
(
周
?
戦
闘
時
代
)
に
従
っ
て
重
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

や
が
て
『
孝
経
』
成
立
時
ま
で
に
は
最

大
の
罪
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
九
七
五
年
の
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
の
出
土
に
よ
り
、
秦
律
中
に
「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
の
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
漢
代
の
史
料
に
散
見
す
る
「
不
孝
」
と
い
う
語
も
、
秦
律
以
来
の
刑
法
上
の
用
語
「
不
孝
」
と
関
わ
り
の
あ
る
こ
と

251 

が
自
ず
と
察
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
前
掲
『
孝
鰹
』
五
刑
章
の
記
事
が
改
め
て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
、
秦
漢
律
上
に
こ
の
「
不
孝
」
罪
を
位
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置
づ
け
る
と
い
う
刑
法
史
上
の
基
礎
的
作
業
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
考
察
の
順
序
と
し
て
は
、

ま
ず
第

一
章
に
お
い
て
、

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
等
に
見
え
る
秦
代
の

「不
孝
」
罪
の
特
色
を
分
析
し

て
そ
の
寅
態
を
考
察
し
、
第
二
章
で
は
こ
れ
を
承
け
、
前
漢
の
事
例
を
通
し
て
漢
代
に
も
「
不
孝
」
罪
の
存
在
し
た
こ
と
を
跡
づ
け
、
こ
れ
に

よ
っ
て
秦
律
か
ら
の
連
績
性
を
確
認
し
、
績
い
て
第
三
章
で
は
、
前
漢
の
牢
ば
以
降
に
見
ら
れ
る
「
不
孝
」
罪
の
扱
わ
れ
方
の
饗
化
に
注
目
し

て
こ
れ
を
分
析
し
、
最
後
に
第
四
章
に
お
い
て
、

「
不
孝
」
罪
の
成
立
と
そ
の
襲
遜
の
背
景
を
考
察
し
、
秦
律
か
ら
唐
律
へ
か
け
て
、

不

孝
」
罪
を
跡
.
つ
け
る
。

か
く
て
本
稿
を
し
て
、
秦
漢
刑
罰
瞳
系
上
に
「
不
孝
」
罪
を
位
置
づ
け
る
一
試
論
た
ら
し
め
た
い
。

秦
代
に
見
ら
れ
る
「
不
孝
」
罪

「
不
孝
」
の
罪
名
が
明
瞭
に
見
え
る
の
は
二
箇
所
で
あ
る
。
一
つ
は
法
律
答
問
一

O
二
筒
(
筒
数
は
一
九
七
七
年

版
『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
図
版
の
順
序
に
従
う
e

引
用
文
の
後
の
数
字
は
一
九
七
八
年
版
関
袋
本
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
)
で
、
次
の
如
く
記
さ
れ

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
中
、

- 4ー

て
あ
る
。

た
だ

克
老
人
を
告
し
て
以
て
不
孝
と
震
し
殺
を
謁
む
れ
ば
、
嘗
に
之
を
三
た
び
環
ら
す
べ
き
や
不
や
。
首
に
環
ら
す
べ
か
ら
ず
。
亙
ち
に
執
ら

(
8〉

へ
て
失
す
る
勿
れ
。
(
一
九
五
頁
)

(

9

)

 

克
老
と
は
『
漢
奮
儀
』
に
よ
れ
ば
、

六
十
歳
(
有
爵
者
の
場
合
は
五
十
六
歳
〉
を
越
え
た
老
人
で
あ
る
。

(

叩

)

を
告
麗
し
て
死
刑
を
求
め
た
場
合
、
三
環
と
い
う
手
績
き
を
省
略
し
て
、
直
ち
に
訴
え
ら
れ
た
本
人
を
捉
え
て
取
り
調
べ
よ
、
と
い
う
の
が
右

克
老
の
老
人
が
「
不
孝
」
罪
を
以
て
人

文
の
趣
旨
で
あ
る
。
右
文
中
の
「
殺
を
謁
む
」
と
い
う
克
老
か
ら
の
告
震
は
、
「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
が
死
刑
と
結
び
附
く
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
克
老
」
が
特
殊
な
法
制
上
の
待
遇
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
及
び
不
孝
罪
が
特
殊
な
罪
で
(
克
老
に
よ
る
訴
え
と
い
う

僚
件
附
き
で
は
あ
る
が
)
、
告
訴
だ
け
で
被
告
逮
捕
の
十
分
篠
件
が
成
立
し
た
と
い
う
事
賓
が
右
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
不
孝
」
の
語
を
記
す
い
ま
一
つ
の
俊
文
は
、
封
診
式
五
三
l
四
筒
、
告
子
の
僚
に



愛
書
に
い
ふ
、
某
里
の
士
五
甲
が
告
し
て
日
く
、

不
孝
な
れ
ば
殺
さ
ん
こ
と
を
謁
め、

敢
て

牢
隷
臣
の
某
と
丙
を
執
ら
ふ
る
に
某
室
に
得
た

(

日

〉

り
。
丞
の
某
が
丙
に
迅
く
。
酔
に
日
く
、
「
甲
親
ら
の
子
に
て
誠
に
甲
の
所
に
不
孝
た
り
。
官
に
は
罪
に
坐
す
る
な
し
」
と
。
つ
一
六
三
頁
)

と

み
ず
か

「
甲
親
ら
の
子
に
て
同
里
の
士
五
た
る
丙
、

即
ち
令
史
の
己
を
し
て
往
き
て
執
ら
へ
し
む
。
令
史
己
の
愛
書
に
い
ふ
、

告
す
」

と
あ
る
。
本
僚
の
場
合
は
「
不
孝
」
罪
の
告
護
者
が
同
居
中
の
父
親
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
被
告
丙
が
取
調
べ
に
際
し
て
、

(

ロ

〉

に
甲
の
所
に
不
孝
た
り
」
と
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
愛
書
と
は
大
庭
僑
氏
に
よ
れ
ば
「
口
酔
に
代
え
る
書
」
す
な
わ
ち
私
的
な
事
項
を
官

に
申
告
す
る
書
の
こ
と
で
あ
る
が
、
封
診
式
で
引
用
さ
れ
る
愛
書
に
は
、
例
え
ば
流
産
の
朕
況
を
記
す
出
子
と
か
、
家
の
壁
に
穴
を
撃
っ
て
盗

み
が
な
さ
れ
た
穴
盗
の
篠
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
々
し
く
具
瞳
的
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
編
纂
に
嘗
つ
て
は
、
ベ
ー
ス
と
し
て 「誠

は
必
ず
や
質
際
の
愛
書
が
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
右
文
か
ら
は
原
告
甲
の
み
な
ら
ず
、
被
告
丙
も
「
不
孝
」
の
概
念
を
共
有
し
て
い
た
こ

ハ
日
)

と
が
讃
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
戦
園
期
の
秦
に
お
い
て
は
、
罪
名
と
し
て
の
「
不
孝
」
の
概
念
が
、
既
に
一
般
庶
民
に
も
知
ら
れ
て

お
り
、
し
か
も
か
な
り
、
浸
透
し
て
い
た
と
見
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
不
孝
な
る
息
子
に
死
を
求
め
た
と
い
う
右
文
か
ら
、
「
不
孝
」

罪
と
死
刑
と
の
関
連
性
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
場
合
も
、

告
裂
が
受
理
さ
れ
た
直
後
に
息
子
の
逮
捕
取
調
べ
が
行
わ
れ

- 5ー

て
い
る
。

右
の
二
例
か
ら
、
秦
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
の
特
色
が
ほ
ぼ
見
え
て
く
る
。
削
ち
、
「
不
孝
」
罪
は
克
老
乃
至
父
親
か
ら
の
訴
え
に
よ
っ

て
一
該
嘗
者
本
人
を
逮
捕
し
取
調
べ
、
告
訴
の
正
嘗
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
死
刑
と
な
?
た
よ
う
で
あ
る
。
秦
代
に
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
た
具

韓
例
は
在
来
史
料
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
『
史
記
』
巷
八
七
、
李
斯
停
は
そ
の
例
外
で
あ
る
。
聞
ち
、
始
皇
浪
後
、
長
子
扶
蘇
に
死

を
命
じ
た
越
高
の
儒
詔
に
は

今
扶
蘇
、
将
軍
蒙
惜
と
師
数
十
高
を
賂
ひ
、
以
て
濯
に
屯
す
る
こ
と
十
有
齢
年
な
り
。
進
み
前
む
こ
と
能
は
ず
、
士
卒
多
く
耗
れ
、
尺
寸

の
功
無
き
に
、
乃
ち
反
り
て
敷
々
上
書
し
て
直
言
し
、
我
が
震
す
所
を
誹
詩
し
、
罷
鯖
し
て
太
子
と
漏
る
を
得
ざ
る
を
以
て
日
夜
怨
望
せ

〈

M
〉

り
。
扶
蘇
は
人
子
た
り
て
不
孝
な
り
。
其
れ
剣
を
賜
へ
ば
以
て
自
裁
せ
よ
。

253 
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と
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
扶
蘇
は

そ
の
命
に
従
っ
て
自
殺
す
る
の
で
あ
る
。

右
は
、
皇
一帝の
子
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
扶
蘇
へ
の
「
不
孝
」
罪
適
用
の
例
で
あ
る
。
父
で
あ
る
始
皇
帝
に
射
し
て
し
ば
し
ば
異
議

を
唱
え
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
誹
語
し
怨
望
を
懐
い
た
こ
と
が
「
不
孝
」
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
も
し
皇
帝
で
な
く
、

一
般
身
分
に

あ
る
父
を
誹
諒
し
た
者
に
劃
し
て
も
、
扶
蘇
の
場
合
と
同
様
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
前
掲
の
秦
律
の
二
例
を
参

照
す
る
に
、
父
ま
た
は
克
老
か
ら
の
告
護
を
園
家
が
正
嘗
と
認
め
さ
え
す
れ
ば
、
子
に
は
「
不
孝
」
罪
と
し
て
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
誹
語
の
場
合
も
こ
れ
に
嘗
て
は
ま
る
と
解
す
る
の
が
安
嘗
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
子
が
親
に
劃
し
て
誹
諺
す
る
こ
と
が
、

「
不
孝
」

罪
を
構
成
す
る
要
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
見
な
し
得
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
外
に
ど
の
様
な
行
矯
に
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
察
す
る
に
嘗
っ
て
、
後
世
の
「
不
孝
」
罪
を

参
考
に
し
て
議
論
を
進
め
る
と
い
う
方
法
が
有
数
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
唐
律
の
「
不
孝
」
罪
の
内
容
を
記
す
『
唐
律
疏
議
』
の
注
穫
に
は

父
母
の
喪
に
居
り
て
自
身
嫁

(

お

)

放
し
、
若
し
く
は
築
を
作
し
服
を
穣
て
士
ロ
に
従
ひ
、
祖
父
母
父
母
の
喪
を
聞
き
て
奉
京
せ
ず
、
祖
父
母
父
母
の
死
を
詐
稽
す
る
を
謂
ふ
。

(
v
m
〉

と
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
不
孝
」
罪
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
十
悪
の
中
に
あ
っ
て
第
七
番
め
に
位
置
し
、
名
敬
遠
背
的
な
罪
で
あ
る
〈
不

(

口

)

孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
に
腐
す
る
罪
悪
で
あ
る
。
右
僚
を
桑
原
崎
蔵
氏
に
依
接
し
て
整
理
す
る
と
、
唐
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
の
内
容
は
、
①
祖
父

(

国

)

母
や
父
母
を
告
訴
す
る
も
の
、
②
祖
父
母
父
母
を
悪
口
す
る
も
の
、
③
祖
父
母
父
母
の
存
生
中
に
、
子
孫
兄
弟
が
別
家
す
る
も
の
、
④
祖
父
母

祖
父
母
父
母
を
告
言
語
晋
し
、
及
び
祖
父
母
父
母
在
す
る
に
別
籍
異
財
し
、
若
し
く
は
供
養
に
閥
く
る
有
り
、

父
母
に
劃
し
て
充
分
供
養
せ
ざ
る
も
の
、
⑤
父
母
の
喪
中
に
嫁
放
す
る
も
の
、
⑥
父
母
の
喪
中
に
奏
楽
す
る
も
の
、
⑦
父
母
の
喪
中
に
喪
服
を

着
け
ざ
る
も
の
、
③
祖
父
母
父
母
の
喪
を
匿
す
も
の
、
⑨
祖
父
母
父
母
の
喪
を
儒
り
稀
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
①
及
び
②
の
ケ
l
ス
聞

ち
「
告
言
誼
晋
祖
父
母
父
母
」
の
場
合
に
の
み
続
、
即
ち
死
刑
が
科
せ
ら
れ
、
他
の
③
J
⑨
の
ケ
l
ス
で
は
死
刑
に
ま
で
は
至
ら
な
い
。
こ
の

貼
に
お
い
て
秦
律
の
「
不
孝
」
罪
と
唐
律
の
「
不
孝
」
と
の
聞
に
部
分
的
ズ
レ
の
あ
司
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
唐
律
で
は
②
の
ケ
l
ス
に
相
検
問
す
る
「
誼
四
百
祖
父
母
父
母
」
と
い
う
行
震
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
秦
律
に
お
い
て
は
ど
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う
で
あ
っ
た
か
。
親
を
誹
諒
し
た
扶
蘇
が
「
不
孝
」
罪
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
類
推
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
父
母
を
誼
晋
し
た
者
に
も
死
刑

(
日
出
)

が
科
せ
ら
れ
た
と
察
せ
ら
れ
る
(
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
①
の
ケ
l
ス
で
あ
る
「
告
言
祖
父
母
父
母
」
の
行
震
も
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
〉
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
は
、
秦
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
が
死
刑
と
結
び
附
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
を
傍
謹
す
る
記
事
が
封
診
式
四
九
1

五
二
簡
、
蓮
子
の
僚
に
あ
る
。
聞
ち
、
父
親
が
息
子
を
告
渡
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
息
子
は
死
刑
で

は
な
く
て
、
局
の
地
に
流
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
と
い
う
例
を
記
し
て

愛
警
に
い
ふ
、
某
里
の
土
五
た
る
甲
、
告
し
て
日
く
「
親
ら
の
子
た
る
同
里
の
士
五
た
る
丙
の
足
を
肇
し
、
回
初
の
遁
鯨
に
濯
し
て
終
身
遜

「
士
五
威
陽
の
某
里
に
在
(
才
)
り
て
丙
と

所
を
去
る
こ
と
を
得
る
勿
ら
し
め
ん
こ
と
を
謁
め
、

法
丘
の
主
に
告
す
、

日
ふ
も
の
、
父
甲
が
肇
足
し
て
萄
の
遁
燃
に
遷
し
て
終
身
遜
所
を
去
る
こ
と
得
る
勿
き
を
謁
む
る
に
坐
し
て
之
を
論
ず
る
に
、
丙
を
遜
す

敢
て
告
す
」
と
。

こ
と
甲
の
告
せ
る
如
く
し
、
律
を
以
て
包
せ
し
め
よ
。
今
丙
の
足
を
肇
し
吏
徒
を
し
て
惇
及
び
恒
書
一
封
を
賂
し
て
令
史
に
詣
せ
ば
受
く

- 7 ー

可
し
。
吏
徒
を
代
へ
、
鯨
次
を
以
て
成
都
に
詣
せ
。
成
都
は
恒
書
を
太
守
の
慮
に
上
し
、
律
を
以
て
食
せ
し
め
よ
。
法
丘
己
に
侍
す
れ
ば

(

却

)

報
を
矯
せ
。
敢
て
主
に
告
す
」
と
。
(
二
六
一
l
l

二一貝)

(
M
4
〉

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
父
親
が
息
子
を
告
設
し
た
と
い
う
黙
で
は
前
掲
告
子
の
僚
と
同
じ
で
あ
る
が
、
本
僚
に
は
罪
名
が
記
さ
れ
て
お
ら

い
か
な
る
行
震
の
故
に
息
子
丙
が
終
身
遜
局
の
刑
を
科
せ
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
り
、
丙
の
父
親
甲
が
告
護
し
て
丙
の
終
身
遁

ず
、
従
っ
て
、

萄
を
求
め
、
願
い
出
の
通
り
に
丙
が
遜
局
さ
れ
た
と
い
う
事
買
を
記
す
の
み
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
身
の
息
子
に
足
伽
(
蓬
足
〉
を
し
て
終
身
萄
の
地
に
追
い
や
る
こ
と
を
敢
え
て
願
い
出
た
告
訴
の
背
景
に

は
、
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秦
漢
の
犯
罪
記
録
で
は
「
坐

O
O
L
と
罪
名
が
記
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ

る
が
、
本
僚
の
場
合
は
「
坐
父
甲
謁
盗
足
、
蓮
田
制
遁
蘇
、
令
終
身
母
得
去
遁
所
」
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
父
親
の
告
護
自
瞳
が
罪
名
と
な
っ
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

本
僚
で
も
父
親
の
要
求
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
て
い

「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
僚
で
は
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
ら

秦
で
は
父
親
の
立
場
を
擁
護
す
る
法
瞳
系
が
施
か
れ
て
お
り
、

255 

る
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し
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し
、
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れ
る
。
こ
の
事
例
の
背
景
に
は
、
秦
律
に
お
い
て
「
不
孝
」
は
死
刑
を
科
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
罪
朕
以
外
に
は
使
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
前
二
僚
の
秦
律
の
「
不
孝
」
と
『
孝
鰹
』
に
記
す
「
五
刑
の
屡
三
千
に
し
て
罪
不
孝

よ
り
大
な
る
も
の
な
し
」
と
の
関
係
が
、
自
ず
と
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

て
の
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
戦
圏
諸
圏
中
、
秦
に
お
い
て
の
み

「
不
孝
」
罪
の
量
刑
が
例
外
的
に
重
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
と
理
解
さ
れ
る

『
孝
鰹
」
の
記
述
は
戦
園
時
代
の
刑
罰
の
質
態
を
踏
ま
え

の
で
あ
る
。

な
お
、
右
に
奉
げ
た
父
母
を
誼
膏
す
る
行
掲
の
ほ
か
に
、
こ
れ
と
類
似
す
る
罪
刑
の
例
を
奉
げ
て
お
く
。
前
掲
の
唐
律
の
十
悪
中
の
〈
不
孝

罪
グ
ル
ー
プ
〉
に
属
す
る

「
悪
逆
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
注
に
は

(

辺

〉

祖
父
母
父
母
を
殴
り
及
び
謀
殺
す
る
を
調
ふ
。
〈
『
唐
律
疏
議
』
名
例
)

と
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
す
る
篠
文
が
秦
律
中
に
も
存
在
す
る
。
即
ち
法
律
答
問
七
人
簡
に

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

「
殴
父
母
」
の
量
刑
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
答
え
は

- 8ー

(
お
〉

大
父
母
を
殴
る
は
賭
し
て
城
旦
春
と
潟
せ
。
今
、
高
大
父
母
を
殴
れ
ば
論
を
い
か
ん
。
大
父
母
に
比
せ
よ
。

〈
一
八
四
頁
〉

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
中
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
留
意
す
べ
き
は
、
祖
父
母
は
父
母
に
準
ず
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

「
殴
祖
父
母
」
の

行
矯
は
少
な
く
と
も
道
徳
的
に
〈
不
孝
〉
た
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ
り
、

し
か
る
に
そ
の
量
刑
が
死
刑
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
見
れ
ば
、
秦
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
は
、
そ
の
量
刑
が
死
刑
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、

「
殴
祖
父
母
」
の
如

き
道
徳
的
〈
不
孝
〉
の
概
念
と
「
不
孝
」
罪
の
概
念
と
の
聞
に
は
あ
る
種
の
ズ
レ
が
あ
り
、
巌
密
に
は
最
大
級
の
〈
不
孝
〉
の
み
が
「
不
孝
」

罪
を
適
用
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
親
に
劃
す
る
誹
詩
に
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

れ
と
類
似
す
る
「
殴
父
母
」
に
関
し
て
も
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
量
刑
が
死
刑
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑
い
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



漢
代
に
見
ら
れ
る
「
不
孝
」
罪

管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
は
漢
代
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
が
、
法
制
史
の
立
場
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思

(

担

)

わ
れ
る
。
し
か
し
、
漢
代
初
期
に
お
い
て
も
刑
法
の
封
象
と
す
る
「
不
孝
」
罪
の
存
在
し
た
こ
と
は
、

『
張
家
山
漢
簡
』
奏
獄
書
の
出
土
に
よ

っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
書
に
は

り
て
公
士
、
公
土
の
妻
以
上
な
ら
ば
之
を
完
と
す
。

「
ハ
前
略
〉
人
を
し
て
不
孝
な
ら
教
む
れ
ば
不
孝
の
律
に
衣
ぐ
。

(

お

〉

一玄々
。」

不
孝
な
る
者
は
一
弁
市
。
奔
市
の
次
は
鯨
帰
城
旦
春
。
鯨
に
嘗

律
に
日
く
、

と
あ
る
。

『
張
家
山
漢
筒
』
の
奏
獄
書
に
は
漢
代
初
期
の
も
の
と
秦
代
の
も
の
と
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
李
闇
円
子
勤
氏
に
よ
れ
ば
、
右
文
は
漢
代

(

お

〉

の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
か
ら
は
初
期
の
漢
律
中
に
も
「
不
孝
」
罪
が
存
し
、
そ
の
量
刑
が
基
本
的
に
は
死
刑
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
不
孝
」
罪
に
闘
し
て
も
、
漢
律
は
基
本
的
に
秦
律
を
踏
襲
し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
章
で
は
、
「
不
孝
」
罪
に
一
該
嘗
す
る
と
恩
わ
れ
る
前
漢
時
代
の
例
を
順
を
追
っ
て
奉
げ
て
み
た
い
。
初
期
の
「
不
孝
」

- 9ー

罪
と
し
て
ま
ず
奉
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
掲
『
張
家
山
漢
簡
』
奏
淑
書
の
績
き
に

今
社
減
の
女
子
甲
、
夫
の
公
土
丁
疾
み
て
死
し
、
喪
し
て
棺
の
堂
上
に
在
り
て
未
だ
葬
ら
れ
ず
、
丁
の
母
素
と
夜
喪
し
、
棺
を
環
り
て
突

せ
り
。
甲
、
男
子
丙
と
借
に
棺
の
后
の
内
中
に
之
き
て
和
好
し
、
明
E
、
素
甲
を
吏
に
告
す
。
吏
は
甲
を
捕
得
す
る
に
甲
の
罪
を
疑
ふ
。

廷
尉
穀
・
正
始
・
監
弘
・
廷
史
武
等
品
川
人
議
し
て
之
を
嘗
と
せ
り
。
皆
の
日
く
「
律
に
死
し
て
后
を
置
く
の
衣
は
妻
、
父
母
に
衣
ぎ
、
妻

の
死
し
て
蹄
寧
す
る
は
父
母
と
同
法
な
り
。
律
の
置
后
之
次
の
人
事
を
以
て
之
を
計
る
に
、
夫
は
妻
よ
り
異
傘
に
し
て
妻
は
夫
に
事
へ
、

其
の
喪
に
服
す
る
に
及
ぶ
も
資
は
嘗
に
父
母
に
衣
ぐ
こ
と
律
の
如
く
な
る
べ
し
。
妻
の
后
と
帰
る
は
夫
の
父
母
に
次
ぎ
、
夫
・
父
母
死
し

て
未
だ
葬
ら
れ
ず
し
て
喪
の
努
に
好
す
る
者
は
嘗
に
不
孝
た
る
べ
し
。
(
律
に
日
く
〉
『
不
孝
は
奔
市
、
不
孝
の
次
は
鯨
篤
城
旦
春
に
嘗
て
、

教
惇
な
ら
ば
之
を
完
と
す
』
と
。
之
を
嘗
つ
。
妻
の
夫
を
偉
ぶ
は
横
田
に
父
母
に
次
ぐ
ベ
し
。
而
る
に
甲
の
夫
死
し
て
悲
哀
せ
ず
、
男
子
と

257 
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喪
の
芳
に
和
好
せ
り
。
之
を
不
孝
・
散
惇
之
律
二
一
章
一
に
致
せ
ば
、
捕
者
案
じ
て
校
上
せ
ず
と
雄
も
、
甲
は
蛍
に
完
し
て
春
昂
る
べ
し
。
杜

(

幻

)

に
告
し
て
甲
を
論
ぜ
よ
」
と
。

と
あ
り
、
公
士
で
あ
っ
た
夫
の
喪
中
に
他
の
男
性
と
性
行
震
に
及
ん
だ
妻
が
、
姑
か
ら
告
設
さ
れ
た
。
廷
尉
等
は
「
不
孝
に
次
ぐ
」
罪
で
あ
る

と
し
て
、
甲
が
公
土
の
妻
で
あ
司
た
か
ら
、
鯨
城
旦
春
に
次
ぐ
完
(
城
臼
一
)
春
に
慮
す
べ
し
と
論
議
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
折
り
出
張

中
で
あ
っ
た
廷
史
の
申
と
い
う
人
物
の
後
か
ら
の
意
見
に
よ
り
、

「
衣
不
孝
」
罪
の
適
用
は
重
き
に
失
す
る
と
し
て
こ
の
結
論
が
覆
る
こ
と
に

な
る
。
奏
獄
書
に
は
申
と
廷
尉
等
の
問
答
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
即
ち
、

「
生
父
あ
り
て
食
せ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
三
日
な
ら
ば
、
吏
は
且
に
何

(
叩
山
〉

を
以
て
か
子
を
論
ぜ
ん
?
」
と
い
う
申
の
聞
い
に
劃
し
て
、
廷
尉
等
は
「
棄
市
に
嘗
つ
ベ
し
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
は
、
現

存
す
る
父
母
に
劃
し
て
経
済
的
援
助
を
怠
る
こ
と
は
「
不
孝
」
罪
を
形
成
し
、

「
不
孝
」
罪
を
死
刑
と
す
る
原
則
が
、
漢
初
に
踏
襲
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
血
争
げ
ら
れ
る
の
が
、
景
帝
時
に
大
逆
無
道
を
宣
告
さ
れ
た
恢
設
の
「
不
孝
謀
反
」
事
件
で
あ
ろ
う
。

『
漢
書
』
巻
五
、
景
一帝
一
紀
、
景
一
帝

-10ー

二
年
の
僚
に
は

三
年
多
十
二
月
、
詔
し
て
日
く

「袈
卒
侯
嘉
の
子
恢
説
、

不
孝
謀
反
し
、
以
て
嘉
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
は
大
逆
無
道
な
り
。
其
れ
嘉
を
赦

(

却

)

し
て
裏
卒
侯
と
魚
し
、
及
び
妻
子
の
蛍
に
坐
す
べ
き
者
は
故
の
爵
を
復
せ
よ
。
侠
読
及
び
妻
子
は
法
の
如
く
せ
よ
」
と
。

と
あ
る
。

一
般
に
謀
反
の
罪
を
犯
せ
ば
、
本
人
が
慮
刑
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
父
母
等
も
連
坐
に
よ
っ
て
、
慮
刑
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
る
に
右
の
ケ
1
ス
で
は
、
謀
反
を
し
た
恢
読
の
父
嘉
は
罰
せ
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
裏
卒
侯
の
地
位
も
安
泰
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
事
件
は
後
世
の
唐
律
等
に
い
う
謀
反
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
裏
卒
侯

(

鈎

)

(

但

〉

嘉
に
つ
い
て
注
醸
し
た
菅
の
耳
目
灼
は
、
『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
の
功
臣
表
に
、

嚢
卒
侯
紀
逼
の
死
後
、
息
子
の
相
夫
が
景
帯
三
年
に
後
を
嗣

(
M
M
〉

い
だ
と
あ
り
、
封
地
及
び
死
亡
時
期
が
こ
の
裏
卒
侯
嘉
の
記
述
と
合
致
す
る
故
に
、
景
一
帝
紀
に
記
す
嘉
と
功
臣
表
の
相
夫
と
は
同
一
人
物
で
あ

嘉
と
相
夫
と
が
同
一
人
物
で
あ
り
、

っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
「
紀
通
|
|
紀
嘉
(
相
夫
〉

l
l
'紀
恢
設
」
と
い
う
家
系
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に



つ
い
て
は
疑
問
の
徐
地
が
な
い
。

(

犯

)
り
、
裏
卒
侯
の
相
績
の
時
期
は
そ
れ
以
前
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、

功
臣
表
で
は
紀
遁
が
渡
し
た
の
は
景
帝
〈
前
元
)

二
年
で
は
な
く
て
、

中
元
三
年
と
な
っ
て
お

で
は
、

裏
卒
侯
紀
通
の
子
で
あ
る
嘉
と
そ
の
子
恢
設
と
の
聞
に
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

「
不
孝
謀
反
」

事
件
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

台、

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
裏
卒
侯
嘉

(
H相
夫
〉
の
父
親
で
あ
る
紀
通
が
亡
く
な
司
た
と
い
う
出
来
事
と
、

孫
で
あ
る
依
設
の
「
不
孝
謀

反
」
事
件
と
が
同
一
年
に
起
き
て
い
る
と
い
う
事
質
で
あ
る
。
加
之
、
こ
の
二
つ
の
事
件
は
連
績
し
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
以
下
に
述
べ
る
理
由
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
紀
逼
の
設
後
の

〈
中
元
〉

二
年
の
十
二
月
に
出
さ
れ
た
は
ず
の
詔
に

「
裏
卒
侯
嘉
の
子
依

説
、
不
孝
謀
反
す
」
と
あ
り
、
も
し
事
件
が
紀
逼
存
命
中
に
起
っ
て
お
れ
ば
、
裏
卒
侯
は
紀
通
で
あ
っ
て
、

「
蓑
卒
侯
嘉
」
と
い
う
人
物
は
存

在
し
な
い
。

ま
た
、
紀
通
が
亡
く
な
り
、
相
夫

(H嘉
〉
が
裏
卒
侯
の
位
を
嗣
い
だ
後
に
「
不
孝
謀
反
」
事
件
が
起
っ
た
と
す
れ
ば
、

事
件
後

の
詔
に
は
「
裏
卒
侯
に
復
す
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
「
裏
卒
侯
と
震
す
」
と
な
っ
て
い
る
。
故
に
、
こ
の
十
二
月
の
時

歳
首
で
あ
る
十
月
よ
り
十
二
月
ま
で
の
聞
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、

し
か
も
事
件
が
あ
っ
て
審
議
を
経
て
詔
が
出
さ
れ
る
ま
で
に
一
定
の
期
間

-11ー

黙
で
初
め
て
嘉
が
褒
卒
侯
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
紀
逼
の
死
は
中
元
三
年
で
あ
る
こ
と
が
動
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
年
の

を
要
し
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
紀
通
の
死
と
恢
読
の
「
不
孝
謀
反
」
事
件
と
い
う
二
つ
の
出
来
事
の
聞
に
時
間
的
に
さ

(
引
品
)

依
説
は
顔
師
古
注
に
い
う
よ
う
に
父
親
(
紀
嘉
)

ほ
ど
の
ズ
レ
が
あ
司
た
と
は
考
え
難
く
、

か
く
て
商
事
件
が
一
連
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
こ
そ
「
不

(お〉

孝
謀
反
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
謀
反
」
と
は
、
後
世
に
い
う
「
謀
危
祉
寝
」
と

に
恨
み
を
懐
き
、
彼
を
殺
す
た
め
に
、
祖
父
の
死
去
を
機
に
「
謀
反
」
の
賓
行
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
貫
は
、

い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
(
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
謀
反
者
の
父
で
あ
る
紀
嘉
に
何
の
お
答
め
も
な
く
相
績
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ

う
〉
、
紀
家
に
お
け
る
「
謀
反
」
で
あ
り
、

「
不
孝
謀
反
」
は
前
牢
の
「
不
孝
」
に
重
黙
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
親
を
殺
そ
う
と
し
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た
行
篤
に
射
し
て
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
「
不
孝
謀
反
」
事
件
に
封
し
て
大
逆
無
道
罪
が
宣
告
さ
れ
た
の
は
何
故
か
を
考
え
て
お
く
。
大
逆
無
道
と
は
、
単
に
本
人
が
慮
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刑
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

(

お

)

そ
の
父
母
妻
子
同
産
が
共
に
慮
刑
さ
れ
る
罪
で
あ
り
、
本
人
の
み
の
死
刑
を
原
則
と
す
る
「
不
孝
」
罪
よ
り
も
更
に

重
い
罪
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
恢
説
の
場
合
は

「
不
孝
」
罪
に
あ
る
要
素
が
加
わ
っ
た
た
め
に
大
逆
無
道
が
宣
告
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
要
素
と
は
「
不
孝
」
罪
を
構
成
す
る
謀
殺
父
と
い
う
行
震
が
、
本
来
巌
粛
に
喪
に
服
す
べ
き
-
組
父
の
死
の
直
後
と
い
う
時
を
選
ん
で
な
さ

れ
た
と
い
う
所
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
雄
数
上
、
重
ね
て
許
さ
れ
.
さ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
軍
な
る
「
不

孝
」
罪
よ
り
も
更
に
ラ
ン
ク
の
高
い
罪
名
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
逆
無
道
が
適
用
さ
れ
れ
ば
父
親
で
あ
る
嘉
も
連
坐
す
べ
き

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
こ
の
事
件
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
、
嘉
自
身
に
つ
い
て
は
罪
を
問
う
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
赦
さ
れ

て
褒
卒
侯
縫
承
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
妻
子
は
故
の
爵
を
復
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

相
夫
と
改
名
し
た
の
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た

と
解
さ
れ
る
。

-
次
に
、
前
漢
期
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
の
第
三
の
例
と
し
て
は
、
武
一帝
時
代
の
人
劉
爽
の
ケ

I
ス
を
翠
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
劉
爽
は
衡
山

-12ー

主
賜
の
長
子
で
あ
り
、
太
子
で
あ
っ
た
が
、
父
の
賜
は
爽
を
鹿
し
て
次
男
の
孝
を
太
子
と
し
、
准
南
王
安
と
連
動
し
て
謀
反
せ
ん
と
企
て
た
。

そ
れ
を
察
知
し
た
爽
は
先
手
を
と
っ
て
、
自
蔵
に
上
書
さ
せ
て
弟
で
あ
る
孝
及
び
父
親
で
あ
る
衡
山
王
賜
の
悪
事
を
告
設
し
よ
う
と
し
た
。

『史
記
』
巻

一
一
入
、

准
南
衡
山
列
俸
に
は
こ
の
事
件
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

元
朔
六
年
中
、
衡
山
王
人
を
使
は
し
上
書
し
、
太
子
爽
を
躍
し
て
孝
を
立
て
て
太
子
と
篤
さ
ん
こ
と
を
請
は
し
む
。
爽
聞
き
、
即
ち
善
く

す
る
所
の
白
臓
を
使
は
し
、
長
安
に
之
き
て
上
書
し
、
孝
の
棚
車
鉱
矢
を
作
り
、

王
の
御
者
と
姦
せ
る
を
言
は
し
め
、
以
て
孝
を
敗
せ
し

め
ん
と
欲
す
。
白
扇
長
安
に
至
り
未
だ
上
書
す
る
に
及
ば
ざ
る
に
、
吏
一
鼠
を
捕
へ
、
准
南
の
事
を
以
て
繋
ぐ
。

王
は
爽
の
白
粛
を
使
し
て

上
書
せ
し
む
る
を
聞
き
、

闘
の
陰
事
を
言
ふ
を
恐
れ
、

開
ち
上
書
し
て
太
子
爽
の
篤
す
所
不
道
に
て
奔
市
の
罪
な
る
事
を
反
告
す
。
(
中

略
)
公
卿
宗
正

・
大
行
を
遣
し
て
浦
郡
と
雑
へ
て
王
を
治
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。

王
聞
き
、

同
ち
自
ら
到
殺
す
。

孝
は
先
に
反
を
自
告
し

王
后
徐
来
も
亦
た
前
王
后
乗
静
を
盛
殺
せ
る
に
坐
し
、
及
び
太

(
日
出
)

子
爽
は
王
の
不
孝
を
告
せ
る
(
王
告
不
孝
)
に
坐
し
、
皆
一
弁
市
せ
ら
れ
、
諸
の
衡
山
王
と
謀
反
せ
る
者
は
皆
族
せ
ら
る
。

其
の
罪
を
除
か
る
る
も
、
王
の
御
蝉
と
姦
せ
る
に
坐
し
て
奔
市
せ
ら
る
。



か
く
て
衡
山
王
の
謀
反
が
設
費
し
て
関
係
者
が
慮
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
「
坐
王
告
不
孝
」
に
よ
り
、
太
子
爽
が

奔
市
せ
ら
れ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
爽
が
上
書
さ
せ
た
目
的
は
太
子
で
あ
る
自
己
の
地
位
保
全
に
あ
っ
た
。
父
で
あ
る
衡
山
王
賜
が
爽
の
太

子
の
地
位
を
慶
そ
う
と
す
る
こ
と
の
不
嘗
性
に
つ
い
て
は
直
接
燭
れ
て
い
な
い
が
、
太
子
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
す
る
弟
孝
の
悪
事
を
暴
く
こ

と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
父
を
告
護
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
察
知
し
た
賜
は
、
自
己
の
立
場
を
守
る
べ
く
息
子
爽
を
「
反
告
」
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
賜
は
最
終
的
に
は
罪
の
克
れ
得
.さ
る
こ
と
を
知
っ
て
自
殺
し
、
孝
は
先
に
自
告
し
た
た
め
に
謀
反
へ
の
連
坐
に
つ
い
て
は
罪
が

(

お

〉

許
さ
れ
た
が
、
王
の
御
蝉
と
姦
淫
し
た
と
い
う
別
罪
(
こ
れ
は
唐
律
十
悪
の
「
内
観
」
に
「
姦
父
祖
妾
及
興
和
」
と
あ
る
の
に
該
蛍
す
る
〉
に
よ
っ
て
奔

市
せ
ら
れ
た
。
一
方
‘
「
坐
王
告
不
孝
」
に
よ
っ
て
奔
市
せ
ら
れ
た
爽
に
つ
い
て
は
、

『
漢
書
』
巷
四
四
、
准
南
衡
山
済
北
王
停
で
は

王
父
を
告
す
る
の
不
孝
に
坐
す
(
坐
告
王
父
不
孝
〉
。

(

m
却
〉

と
な
っ
て
い
る
。
劉
賜
・
劉
爽
親
子
は
互
い
に
告
護
し
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
記
述
で
も
結
果
的
に
は
同
じ
で
は
あ
る
が
、
謀
反

者
で
あ
る
父
王
か
ら
の
告
護
と
は
い
え
、
爽
も
交
を
改
心
さ
せ
ら
れ
な
か
?
た
と
い
う
意
味
を
含
め
て
、

『
史
記
』
に
記
す
よ
う
に
「
王
の
告
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不
孝
に
坐
」
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
法
律
答
聞
や
封
診
式
に
見
ら
れ
た
秦
律
以
来
の
「
不
孝
」
罪
の
停
統
が
確
認
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
前
掲
諸
例
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
「
不
孝
」
罪
の
例
を
奉
げ
る
。
前
漢
後
期
の
こ
と
を
記
す
『
漢
書
』
巷
七
六
、

王
傘
俸
に
は
、

美
陽
蘇
の
女
性
が
養
子
の
「
不
孝
」
罪
を
訴
え
た
事
件
を
停
え
て
、

(
元
一
帝
初
元
中
)
春
正
月
、
美
陽
の
女
子
恒
子
の
不
孝
を
告
し
て
日
く
「
見
、
常
に
我
を
以
て
妻
と
魚
し
、
炉
み
て
我
を
筈
つ
」
と
。
(
王
〉

隼
之
を
聞
き
、
吏
を
遣
し
て
牧
捕
し
験
問
す
る
に
欝
服
せ
り
。
傘
日
く
「
律
に
母
を
妻
と
す
る
の
法
無
し
。
聖
一
人
の
量
一
一
目
す
る
に
忍
び
ざ
る

不
孝
の
子
を
取
り
て
鯨
け
て
著
樹
に
磁
し
、
騎
吏
五
人
を
し
て

所
、
此
れ
経
の
所
調
る
造
獄
也
」
と
。
写
是
に
於
て
出
て
廷
上
に
坐
し
、

(
初
)

弓
を
張
り
之
を
射
殺
せ
し
む
。
吏
民
驚
骸
す
。
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と
あ
る
。
こ
の
ケ
l
ス
は
養
母
を
犯
す
と
い
う
行
震
が
問
題
と
な
り
、
美
陽
令
王
傘
は
道
徳
的
な
意
味
あ
い
の
大
き
さ
を
評
債
し
て
、
そ
の
刑



あ

っ
た。

を
鼠
な
る
奔
市
と
は
せ
ず
、
大
き
な
樹
に
吊
し
て
弓
矢
で
射
殺
す
る
と
い
う
見
せ
し
め
的
な
慮
刑
法
を
採
り
、
役
人
や
民
衆
を
驚
か
せ
た
の
で

(
必
)

(
な
お
、
俵
子
の
行
震
は
唐
律
の
「
悪
逆
」
の
注
穣
の

「殿
父
母
」
に
準
ず
る
行
震
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
)
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右
に
翠
げ
た
諸
例
は
何
れ
も
「
不
孝
」
の
語
が
直
接
記
さ
れ
た
例
で
あ
る
が
、
前
掲

『
張
家
山
漢
筒
』
奏
獄
書
の
女
子
甲
の
ケ
I
ス
及
び
前

章
一
に
紹
介
し
た
唐
律
十
悪
中
の
「
不
孝
」
を
参
照
す
る
と
、
武
一
帝
期
に
「
不
孝
」
罪
に
よ
っ
て
刑
を
宣
告
さ
れ
た
と
剣
断
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

聞
ち
『
史
記
』
巻
一
入
、
高
租
功
臣
侯
者
年
表
に
は
堂
口
巴
侯
陳
嬰
の
曾
孫
、
季
須
の
こ
と
を
記
し
て
(
『
漢
書
』
巻
一
六
も
同
じ
)

元
鼎
元
年
、
侯
(
陳
季
)
須
、
坐
母
長
公
主
卒
、
未
除
服
姦
、
兄
弟
争
財
、
蛍
死
、
自
殺
、
園
除
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
母
の
喪
中
の
「
未
除
服
」
の
時
離
で
姦
し
た
罪
で
、

「
不
孝
」
に
準
ず
る
罪
と
言
え
、

そ
の
故
に
季
須
は

死
刑
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
自
殺
し
た
と
い
う
ケ
1
ス
で
あ
る
。
季
須
の
同
母
弟
と
思
わ
れ
る
降
慮
侯
陳
融
も
同
様
に
自
殺
を
遂
げ
て

(

必

〉

L
ザ

hv

。
以
上
、
前
漢
代
の
「
不
孝
」
罪
の
例
を
い
く
つ
か
傘
げ
た
が
、

そ
の
特
色
は
い
ず
れ
も
親
子
関
係
を
破
壊
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
具
鐙
的
に
は
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子
が
親
に
劃
し
て
殺
害
を
企
て
た
り
、
経
済
的
援
助
を
怠
っ
た
り
、
慎
む
べ
き
期
間
で
あ
る
親
の
喪
中
に
性
的
犯
罪
を
犯
し
た
り
、
更
に
は
養

に
立
っ
て
開
興
し
、
巌
格
な
法
を
以
て
封
慮
す
る
と
い
う
の
が
、

と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
親
子
関
係
を
破
壊
す
る
行
魚
に
劃
し
て
、
園
家
が
親
の
側

こ
の
時
代
の
「
不
孝
」
罪
の
特
色
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
い
ま
一
つ

母
に
性
的
関
係
を
強
要
し
た
り
、

秦
律
と
の
共
通
貼
と
し
て
、
そ
の
巌
格
な
る
量
刑
が
何
れ
も
死
刑
と
な
っ
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
孝
鰹
』
の
「
五
刑
之
属
三

千
、
而
莫
大
於
不
孝
」
の
原
理
と
も
合
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
前
漢
王
朝
は
秦
律
の
「
不
孝
」
罪
を
、
基
本
路
線
に
お
い
て
踏

聾
し
て
い
た
こ
と
が
裏
附
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
川
町
)

を
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

よ
っ
て
以
下
の
行
論
の
便
宜
上
、
こ
の
よ
う
に
量
刑
が
死
刑
と
な
る

「
不
孝
」
罪



「
不
孝
」
罪
の
襲
遜

こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
前
漢
の
「
不
孝
」
罪
の
例
は
『
張
家
山
漢
簡
』
奏
獄
書
に
見
ら
れ
る
女
子
甲
の
ケ
l
ス
を
除
け
ば
、

い
ず
れ
も
量

刑
が
死
刑
と
な
る
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
の
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
前
漢
も
牟
ば
を
越
す
と
「
不
孝
」
罪
の
取
扱
い
に
襲
化
が
生
じ

て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
史
料
と
し
て
、
貫
質
的
に

「
不
孝
」
罪
に
相
賞
す
る
罪
を
弾
劾
さ
れ
た
昌
邑
王
の
例
が
あ
る。

昌
邑
王
は
昭
帯
設
後
即
位
し
た
が
、

わ
ず
か
二
十
七
日
で
一
帝
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
漢
書
』
巻
六
八
、
震
光
俸
に
よ
る
と

丞
相

楊
倣
ら
に
よ
る
昌
邑
王
弾
劾
の
上
奏
文
に
は
、

高
皇
一
帝
功
業
を
建
て
漢
の
太
租
帰
り
、
孝
文
皇
帝
は
慈
仁
節
倹
に
し
て
太
宗
漏
り
。
今
陛
下
、
孝
昭
皇
一
一
帝
の
後
を
嗣
ぎ
、
淫
辞
不
軌
を
行

ふ
。
(
中
略
〉
「
五
位
計
之
属
、
不
孝
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
」
〈
中
略
〉
宗
廟
は
君
よ
り
重
し
。
陛
下
未
だ
命
を
高
廟
に
見
さ
ず
、
以
て
天
序

(
川
崎
)

を
承
け
粗
を
宗
廟
に
奉
り
寓
姓
を
子
と
す
べ
か
ら
ず
。
嘗
に
麿
す
ベ
し
。

『
孝
鰹
』

五
刑
-
章
の
「
五
辞
(
刑
)
之
属
(
三
千
、

而
罪
)
莫
大
(
於
〉
不
孝
」
を
引
用
し
て

と
あ
り
、
昭
一
一
帝
の
後
を
受
け
た
昌
邑
王
が
「
淫
辞
不
軌
」
の
故
に
皇
帝
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
、
と
楊
倣
ら
は
主
張
す
る
。
こ
れ
が
皇
太
后
の

-15 -

詔
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
、
昌
ロ
巴
王
は
蔵
さ
れ
て
も
と
の
昌
邑
に
関
さ
れ
、

そ
の
群
臣
二
百
除
人
が
訣
殺
さ
れ
た
。
弾
劾
文
で
は
、
今
上
皇
一
帝
一
た

る
人
物
に
劃
し
て
「
不
孝
」
と
断
ず
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
を
あ
か
ら
さ
ま
に
出

せ
ば
、
そ
れ
は
本
人
の
死
刑
と
つ
な
が
る
ゆ
ゆ
し
き
事
態
を
将
来
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
何
故
「
玉
砕
之
属
、
莫
大
不
孝
」
の
語
を
弾
劾

文
に
出
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
大
司
農
回
延
年
が
「
漢
の
誼
を
俸
ふ
る
に
常
に
孝
と
篤
す
は
、
以
て
長
く
天
下
を
有
ち
宗
廟
血
食
す
れ
ば
な
り

ハ
必
)

(
同
右
〉
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
孝
を
身
に
臨
す
る
こ
と
が
、
皇
帝
と
し
て
漢
王
朝
を
統
治
し
ゅ
く
た
め
の
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を

経
典
の
擢
威
に
よ
っ
て
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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右
は
、
前
-
章
ま
で
の
「
不
孝
」
罪
の
例
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
い
る
。
昌
邑
王
の
行
矯
は
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
の
特
色
で
あ
る
大

(

必

〉

庭
氏
の
い
う
「
家
族
倫
理
や
師
弟
の
道
と
い
う
個
人
を
め
ぐ
る
道
徳
に
背
反
す
る
」
罪
に
相
嘗
し
、
表
面
的
に
は
王
の
「
淫
辞
不
軌
」
が
弾
劾
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さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
退
位
事
件
の
黒
幕
と
な
司
た
震
光
の
言
に
「
昌
邑
王
昏
慨
を
行
ひ
、
恐
る
ら
く
は
祉
榎
を
危
ふ
か
ら
し
め
ん
。
如
何

せ
ん
(
同
右
〉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
員
一
意
は
王
に
皇
帝
一
を
退
位
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
高
-
組

そ
の
故
に
彼
の
行
震
が
孝
に
お
い
て
依
け
る
所
あ
り
、
と
い
う
表
現
を

以
来
の
歴
代
皇
帝
一
の
権
威
の
も
と
に
昌
ロ
巴
王
を
弾
劾
す
る
し
か
な
く
、

取
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
は
漢
王
朝
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
の
あ
り
方
に
、
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
興
え
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、

や
や
時
期
は
降
る
が
、

王
の
位
に
あ
る
人
物
が
「
不
孝
」
罪
を
犯
し
た
例
と
し
て
、

父
親
を
毒
殺
し
た
王
葬
期
の
劉
雲
の
ケ
l
ス
が

摩
げ
ら
れ
る
。
印
ち
『
漢
書
』
巻
八
四
、
翠
義
の
俸
に
記
す
主
葬
の
詔
に

今
翠
義
・
劉
信
等
謀
反
大
逆
し
、
流
言
惑
衆
し
て
以
て
位
を
築
ひ
、
我
が
孫
子
を
賊
筈
せ
ん
と
欲
す
。
罪
管
察
よ
り
も
深
く
、
悪
禽
獣
よ

り
も
甚
だ
し
。
信
の
父
故
東
卒
王
雲
は
不
孝
不
謹
に
し
て
親
ら
其
の
父
思
王
を
毒
殺
せ
り
。
名
づ
け
て
鑑
鼠
と
日
ふ
。
後
、
雲
寛
に
大
逆

(
門
出
)

に
坐
し
て
訣
死
す
。

-16ー

(

必

〉

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
劉
信
の
亡
父
東
卒
王
劉
雲
の
行
震
が
「
不
孝
不
謹
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
劉
雲
が
そ
の
父
で
あ
る
思

王
劉
字
(
宣
帯
の
子
)
を
毒
殺
し
た
こ
と
を
指
し
て
「
不
孝
」
の
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
族
で
あ

(

必

〉

る
劉
雲
は
そ
の
時
黙
で
は
慮
刑
を
売
れ
た
。
が
、
そ
の
後
更
に
大
逆
の
罪
を
犯
す
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
慮
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
ア
た
。

な
お
、
武
一
帝
期
以
降
、
所
謂
儒
教
の
園
教
化
が
推
進
さ
れ
、
こ
れ
が
刑
法
上
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
甚
大
な
も
の
が
あ
る
。
董
仲
野
に
よ
っ
て

(

回

)

徳
と
刑
と
の
関
係
が
陽
と
陰
と
の
関
係
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
、
震
政
者
は
、
陰
と
し
て
の
刑
罰
の
行
使
を
で
き
る
だ
け
控
え
、
陽
で
あ

る
徳
を
重
視
す
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
鯖
結
と
し
て
、
武
力
に
よ
る
強
制
力
を
伴
わ
な
い
瞳
の
秩
序
を
以
て
園
家
及
び
祉
舎
を
律
す
る
こ
と
を
立

て
前
と
す
る
。

つ
ま
り
、
刑
罰
よ
り
も
教
化
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
長
ら
く
卒
和
な
時
代
が
績
け
ば
、
そ
れ
は
嘗
然
生
ず

べ
く
し
て
生
じ
た
傾
向
で
あ
り
、
道
徳
的
概
念
と
し
て
の
「
不
孝
」
が
衣
第
に
震
言
擢
を
得
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
成
一
帝
期
の
記

事
が
『
漢
書
』
巻
八
三
、
醇
宜
俸
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
博
士
申
威
が
か
つ
て
丞
相
で
あ
っ
た
醇
宣
の
「
不
忠
孝
」
故
に
職
を
罷
克



さ
れ
た
こ
と
を
非
難
し
て

博
士
申
威
給
事
中
、

(
醇
)
宣
を
致
り
て
い
ふ
、
「
供
養
し
喪
服
を
行
は
ず
、
骨
肉
に
薄
く
、
前
に
不
忠
孝
を
以
て
克
ぜ
ら
る
。

(

日

〉

宜
し
く
復
た
封
侯
に
列
し
朝
省
に
在
ら
し
む
る
べ
か
ら
ず
」
と
。

ハ
中
略
〉

と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
親
へ
の
経
済
的
援
助
を
怠
り
、
服
喪
に
お
い
て
も
飲
け
る
所
が
あ
り
、

か
つ
骨
肉
の
情
に
薄

か
っ
た
こ
と
等
を
指
し
て
、

「
不
孝
」
と
稽
し
て
い
る
。
醇
宜
を
罷
売
す
る
際
の
成
一
帝
の
珊
に
は

(
臼
)

君
丞
相
た
り
て
出
入
す
る
こ
と
六
年
、
忠
孝
の
行
、
百
僚
に
率
先
す
べ
き
に
、
脹
鷲
を
聞
く
こ
と
無
し
。

(

臼

〉

と
あ
り
、
忠
孝
の
範
を
示
す
べ
き
立
場
に
あ
る
丞
相
と
し
て
の
任
務
が
遂
行
で
き
な
か
ア
た
こ
と
に
劃
し
て
、
成
一
帝
は
「
不
忠
」
と
し
て
こ
れ

を
叱
責
し
、
こ
の
「
不
忠
」
と
「
不
孝
」
と
を
併
せ
て
罷
克
理
由
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
醇
宣
が
評
債
さ
れ
た
「
不
忠
孝
」
は
、

秦
代
以
来
の
「
不
孝
」
罪
の
場
合
と
は
趣
き
が
異
な
っ
て
お
り
、
成
一
帝
時
に
お
け
る
「
不
孝
」
に
は
、
も
は
や
「
罪
莫
大
於
不
孝
」
の
原
則
は

嘗
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
た
か
に
見
え
、
現
象
的
に
は
「
不
孝
」
罪
の
刑
法
史
上
の
位
置
が
大
き
く
後
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
不
孝
」
罪
H
死
刑
、
と
す
る
原
則
と
現
質
と
の
聞
に
ズ
レ
が
生
ず
る
と
、
剣
例
が
決
事
比
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
ゆ
く
漢
代
で

(

臼

〉

は
、
「
不
孝
」
罪
の
概
念
そ
の
も
の
に
蟹
化
が
生
ず
る
の
は
嘗
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
武
一
帝
期
に
は
、
母
の
喪

中
に
好
し
た
こ
と
が
「
不
孝
」
罪
と
し
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
陳
季
須
の
例
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
は
、
父
母
の
喪
を
隠
し

て
任
官
せ
ん
と
し
た
元
一
帝
期
の
陳
湯
の
ケ
l
ス
が
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
七

O
、
陳
湯
俸
に
は

初
元
二
年
、
元
一
帝一
列
侯
に
詔
し
て
茂
材
を
奉
げ
し
め
、

(
富
卒
侯
張
〉
勃
は
〈
陳
)
湯
を
奉
ぐ
。
湯
は
遜
る
を
待
ち
、
父
死
せ
る
も
喪
に

緯
か
ず
。
司
隷
は
湯
の
循
行
す
る
こ
と
無
く
、
勃
の
選
奉
故
ら
に
貫
を
以
て
せ
ざ
る
を
奏
し
、
坐
し
て
戸
二
百
を
制
ら
れ
、
舎
ま
嘉
じ
、

(

目

出

)

因
り
て
誼
を
賜
ひ
て
謬
侯
と
目
ふ
。
湯
は
獄
に
下
し
て
論
ぜ
ら
る
。
後
ち
復
た
薦
を
以
て
郎
と
漏
り
、
敷
し
ば
求
め
て
外
固
に
使
ひ
す
。

と
あ
る
。
こ
の
場
合
、

「
不
孝
」
と
い
う
罪
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
唐
律
の
「
租
父
母
父
母
の
喪
を
聞
き
て
奉
哀
せ
ず
」
に
通
ず
る
内
容

265 

こ
の
陳
湯
の
ケ
l
ス
で
は
、

罪
は
死
刑
の
重
き
に
は
至
る
こ
と
な
く
、

彼
は
し
ば
ら
く
し
て
再
び
任
官
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

で
あ
る
。

-17ー
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る。
こ
の
よ
う
に

「
不
孝
」
罪
が
退
化
し
て
ゆ
く
背
景
に
は
、
枇
舎
的
な
襲
動
と
共
に
、
思
想
上
の
嬰
化
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
漢
の
陳
龍

t工

(

日

)

躍
の
去
る
所
は
刑
の
取
る
所
、
躍
を
失
す
れ
ば
則
ち
刑
に
入
り
、
相
ひ
表
裏
を
震
す
も
の
な
り
。

と
言
い
、
躍
と
刑
と
が
時
代
社
舎
の
襲
動
に
つ
れ
て
相
互
補
完
的
に
襲
化
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、

」
の
語
の
逆
も
あ
り
得
る
。
即
ち

「不

孝
」
が
離
の
封
象
と
し
て
の
地
位
を
上
昇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
つ
て
最
大
紐
の
刑
罪
で
あ
っ
た
「
不
孝
」
罪
は
、
逆
に
刑
法
上
の
位
置
を

後
退
さ
せ
て
行
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
陳
寵
も
い
う
よ
う
に
、
刑
と
躍
と
は
「
相
ひ
表
裏
を
魚
す
も
の
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
傾
向
が
後
漢
時
代
に
な
る
と
更
に
願
著
に
な
っ
て
行
く
こ
と
は
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
前
漢
代
の
「
不
孝
」
罪
の
適
用
例
を
見
る
と
、
泰
代
と
同
様
、
こ
れ
に
死
刑
を
科
す
る
原
則
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、
漢
代
中
期
を
越
え
る
と
、
罪
朕
に
「
不
孝
」
の
語
が
記
さ
れ
て
あ
っ
て
も
、
貫
際
に
は
死
刑
と
な
ら
な
い
例
が
散
見
し
始
め
、
ひ
し、
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て
は
逆
に
死
刑
と
直
結
す
る
「
不
孝
」
罪
の
方
が
例
外
的
に
す
ら
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
買
の
背
景
を
考
察
す
る
と
、
決
の
よ
う
な
推
測
が

成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
即
ち

「
不
孝
」
罪
の
扱
わ
れ
方
は
、
前
漢
代
牢
ば
か
ら
出
現
化
を
生
じ
、

「
五
刑
之
属
」
と
し
て
の
意
味
あ
い
が
薄
く

な
り
、
こ
れ
に
代
っ
て
「
不
孝
」
の
道
徳
的
意
味
あ
い
に
光
が
嘗
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
所
謂
儒
数
の
園
教
化
と
無
関
係

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
法
の
運
営
が
園
家
の
基
本
理
念
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
風
潮

の
中
で
、
醇
宣
の
場
合
の
よ
う
に
「
不
忠
孝
」
と
い
う
汚
名
を
以
て
役
職
罷
克
の
理
由
と
す
る
事
件
が
起
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
後
漢
時
代
の
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
後
漢
に
は
前
述
の
傾
向
が
増
長
し
、

く
な
る
。
た
だ
、
『
後
漢
書
』
列
俸
四
、
湾
武
王
列
停
中
の
劉
晃
の
俸
に
は
章
一
帝
の
詔
を
記
し
、
『
孝
経
』
五
刑
章
に
由
来
す
る

千
、
莫
大
不
孝
」
の
語
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
斉
王
伯
升
(
光
武
一
一帝
の
長
兄
)
の
曾
孫
劉
晃
と
弟
の
剛
が
、
彼
ら
の
母
親
で
あ
る
宗
を

謹
告
し
た
と
い
う
犯
罪
に
よ
り
、
晃
よ
り
は
留
を
、
剛
よ
り
は
戸
数
を
削
っ
た
こ
と
を
記
し
て

「
不
孝
」
罪
に
よ
る
慮
刑
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

「
甫
刑
三



晃
及
び
弟
利
侯
剛
、
母
太
姫
宗
と
更
ど
も
相
ひ
謹
告
す
。
章
和
元
年
、
有
司
奏
し
て
晃
・
剛
の
簡
を
克
じ
て
庶
人
と
矯
し
丹
陽
に
徒
さ
ん

詔
を
下
し
て
日
く
「
(
前
略
)
晃
・
剛
至
行
に
怒
り
、

其
れ
晃
の
爵
を
庇
し
て
蕪
湖
侯
と
魚
し
、

こ
と
を
請
ふ
。
一
帝
忍
び
ず
、

大
倫
を
濁
す
。
甫
刑
三
千
、

剛
の
戸
三
千
を
創
れ
。

不
孝
よ
り
大
な
る
は
な

(
中
略
〉
其
の
謁
者
を
遣
し
て
晃

〈

釘

)

及
び
太
姫
の
璽
綬
を
牧
め
し
め
よ
」
と
。
晃
立
つ
こ
と
十
七
年
に
し
て
簡
を
降
さ
る
。
晃
卒
し
、
子
無
忌
嗣
ぐ
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
母
親
を
謹
告
す
る
と
い
う
行
痛
に
「
不
孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
た
例
で
あ
り
、
唐
律
の
「
告
言
祖
父
母
父
母
」
に
通
ず
る
ケ
l

し
。
股
之
を
理
に
置
く
に
忍
び
ず
。

ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
事
責
上
の
「
不
孝
」
罪
を
犯
し
た
の
が
王
及
び
諸
侯
で
あ
っ
た
が
、
直
接
「
不
孝
」
罪
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
前

(
回
)

出
の
欝
宣
の
場
合
と
同
様
、
寅
際
の
刑
は
極
め
て
軽
か
っ
た
。
劉
晃
は
王
の
爵
位
を
剥
奪
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
渡
後
に
は
そ
の
子
無
忌
が
王
位

を
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
例
は
刑
罰
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
戒
告
的
な
措
置
に
近
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
同
書
列
俸
六
六
、
循
吏
、
仇
覧
の
俸
に
は
、
亭
長
で
あ
っ
た
仇
賢
が
、

一
人
息
子
陳
元
の
「
不
孝
」
を
告
援
し
た
寡
婦
及
び
訴
え
ら
れ

- 19ー

た
息
子
の
整
方
を
識
し
、
そ
の
結
果
、
息
子
が
改
心
す
る
こ
と
に
よ
り
、

め
で
た
く
一
件
落
着
と
な
っ
た
記
事
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
開
ち

賢
初
め
て
亭
に
到
る
。
人
陳
元
な
る
者
あ
り
、
濁
り
母
と
居
る
。
母
覧
に
詣
り
て
元
の
不
孝
を
告
す
。
覧
驚
き
て
日
く
「
吾
れ
近
日
舎
を

過
る
に
、
康
落
整
頓
せ
ら
れ
、
耕
転
時
を
以
で
せ
り
。
此
れ
悪
人
に
非
ず
、
嘗
に
数
化
未
だ
及
ば
ざ
る
べ
き
の
み
。
母
は
寡
を
守
り
孤
を

養
ひ
、
身
を
苦
し
め
て
老
を
投
ぜ
り
、
奈
何
ぞ
患
に
一
朝
に
怒
り
て
、
子
を
致
す
に
不
義
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
る
か
」
と
。
母
聞
き
て
感

悔
し
沸
泣
し
て
去
る
。
賢
乃
ち
親
ら
元
の
家
に
到
り
、
其
の
母
子
と
飲
す
。
因
り
て
震
に
人
倫
孝
行
を
陳
べ
、
害
ふ
る
に
踊
一
帽
の
言
を
以

(

印

〉

て
す
。
元
卒
に
孝
子
と
成
る
。
云
々
。

と
あ
り
、
仇
賢
は
母
親
の
「
不
孝
」
罪
告
裂
を
受
理
し
な
か
司
た
。
そ
し
て
彼
の
説
得
が
功
を
奏
し
て
、
息
子
陳
元
は
立
ち
直
り
、
不
孝
者
が

逆
に
孝
子
と
な
っ
た
。
そ
の
功
績
を
稽
え
ら
れ
た
仇
覧
は
牒
令
よ
り
賞
輿
と
し
て
一
月
分
の
俸
給
を
得
た
と
い
う
。

こ
の
一
件
が
循
吏
列
俸
に
採
揮
さ
れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
そ
の
背
景
に

「
不
孝
」
罪
に
死
刑
を
適
用
す
る
こ
と
を
好
ま
し

267 

か
ら
.
さ
る
こ
と
と
す
る
風
潮
の
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
と
と
も
に
、

「
不
孝
」
罪
の
遁
用
を
避
け
、
逆
に
、
一
該
嘗
者
の
教
化
を
い
か
に
工
夫
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す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
魚
政
者
と
し
て
の
評
債
基
準
が
置
か
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。

〈

印

)

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
「
不
孝
」
罪
の
道
徳
律
化
へ
の
流
れ
が
あ
っ
た

こ
う
し
た
流
れ
の
あ
っ
た
こ
と
を
誼
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
同
書
列
俸
七
四
、
列
女
俸
、
程
文
矩
の
妻
穆
萎
の
俸
に
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

程
文
矩
の
後
妻
と
な
っ
た
穆
萎
に
封
し
、
前
妻
の
男
子
四
人
が
生
母
で
な
い
故
に
彼
女
を
憎
み
、
不
孝
の
限
り
を
輩
く
す
の
で
、
人
は
「
四
子

の
不
孝
甚
し
。
何
ぞ
別
居
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
け
ざ
る
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
が
、
彼
女
は
息
子
達
の
善
導
に
こ
れ
努
め
た
。
や
が
て
長
男
の
輿

が
、
自
身
の
病
気
を
期
に
、
献
身
的
に
看
病
し
て
く
れ
た
繕
母
の
恩
に
目
究
め
、
自
ら
の
非
を
悔
い
改
め
る
こ
と
と
な
り
、
意
を
決
し
て
一
一
一
人

の
弟
た
ち
と
共
に
南
鄭
の
獄
に
出
頭
す
る
。
そ
の
こ
と
を
記
し
て
同
俸
に
は

(
興
〉
遂
に
三
弟
を
賂
ひ
て
南
鄭
の
獄
に
詣
り
、
母
の
徳
を
陳
べ
て
己
の
過
を
紋
ベ
、
刑
僻
に
就
か
ん
こ
と
を
乞
ふ
。
賑
こ
れ
を
郡
に
言

ひ
、
郡
守
は
其
の
母
を
表
し
て
異
と
し
て
家
絡
を
鏑
除
し
、

(

日

)

て
並
び
に
良
土
と
漏
る
。

四
子
を
散
じ
て
許
す
に
僑
革
を
以
て
せ
し
む
。
自
後
訓
導
愈
々
明
ら
か
に
し
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り

「
不
孝
」
た
り
し
こ
と
を
自
費
し
た
縫
子
た
ち
が
、
南
鄭
の
獄
に
自
首
し
て
「
刑
跨
に
就
か
ん
こ
と
を
乞
ふ
」
た
と
あ
る
こ
と
に
よ

(

臼

)

「
不
孝
」
が
刑
貯
の
封
象
で
あ
司
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

か
く
て
、
漢
代
を
通
し
て
「
不
孝
」
罪
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
こ

と
あ
る
。

れ
に
劃
し
て
死
刑
の
寅
刑
が
な
さ
れ
る
例
は
影
を
ひ
そ
め
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
漢
代
以
後
も
少
な
く
と
も
南
朝
の
歴
代
王
朝
の
律
文
中
に
死
刑
を
量
刑
と
す
る
「
不
孝
」
罪
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

『
白
木
書
』

巻
八
一
、
顧
錦
之
停
に
引
用
さ
れ
る

(
臼
)

子
の
父
母
に
不
孝
な
る
も
の
は
奔
市
。

と
あ
る
律
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
ケ

l
ス
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
停
か
ら
は
窺
え

(

臼

)
る
。か

く
て
「
不
孝
」
罪
は
、
刑
法
史
上
に
お
い
て
は
そ
の
位
置
が
後
退
し
、

そ
の
存
在
が
人
々
の
意
一
一
識
に
お
い
て
も
、

さ
ほ
ど
、
深
刻
な
も
の
で



は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
章
に
紹
介
す
る
後
漢
の
崖
烈
・
崖
鈎
父
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
微
苦
笑
を
さ
そ

う
ほ
ど
で
あ
る
。

四

秦
律
か
ら
唐
律
へ
||
結
び
に
代
え
て

(

臼

)

池
津
優
氏
に
よ
れ
ば
、
西
周
金
文
銘
中
で
「
孝
」
は
「
追
孝
L

「享
孝
」
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
封
象
は

「
皇
祖
」

「
文
考
」
の

よ
う
な
租
先
が
中
心
で
あ
司
た
。
従
っ
て
、
西
周
期
の
「
孝
」
は
家
族
集
圏
の
長
の
地
位
及
び
宗
族
内
の
秩
序
に
劃
す
る
従
順
の
倫
理
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
春
秋
期
に
な
る
と
「
孝
」
が
親
子
関
係
に
縮
小
さ
れ
た
倫
理
へ
と
後
退
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
嬢
小
集
圏
内
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
倫
理
と
な
っ
た
「
孝
」
に
劃
し
て
、
新
し
い
意
味
づ
け
を
興
え
、
こ
れ
を
普
遍
的
な
債
値
を
も
つ
も
の
〈
と
昇
華
さ
せ
た
の
が
孔
子

「
生
き
て
は
之
に
事
ふ
る
に
躍
を
以
て
し
、
死
し
て
は
之
を
喪
す
る
に
離
を
以
て
し
、
之
を
祭
る
に
躍
を

を
初
め
と
す
る
儒
家
集
圏
で
あ
り
、

〈

印

)

以
て
す
。
」
の
よ
う
な
具
瞳
的
規
範
に
従
う
べ
き
こ
と
も
設
か
れ
た
。

と
そ
の
後
の
祭
杷
の
持
績
と
を
最
低
限
の
義
務
と
す
る
規
範
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
を
儒
家
集
圏
の
最
高
の
倫
理
に
高
め
た
の
が
孟
子
で
あ
り
、

即
ち
生
前
の
生
活
に
闘
す
る
経
済
的
負
携
と
、

死
去
時
の
葬
儀
の
寅
施

- 21ー

一
方
、
曾
子
事
涯
は
「
孝
」
と
は
自
己
を
保
全
す
る
こ
と
で
あ
り
、
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
を
招
か
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
こ

と
が
「
孝
」
の
精
神
に
叶
う
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
、

「
忠
」
と
「
嘩
」
の
二
面
か
ら
「
孝
」
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
氏
は
更
に
、

秦
に
よ
る
統
一
を
目
前
に
し
た
戦
園
末
期
に
は
ま
た
襲
化
が
生
じ
、
「
孝
」
の
精
神
に
基
づ
い
た
統
治
を
天
子
に
読
く
と
い
う
「
孝
治
」
の
思

想
が
出
現
し
、
こ
れ
を
メ
イ
ン
テ
l
マ
と
し
た
文
献
が
『
呂
氏
春
秋
』
の
「
孝
行
覧
」
と
『
孝
経
』
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(
m山
〉

な
お
、
股
代
以
前
に
「
孝
」
概
念
が
成
立
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
劉
事
林
・
王
楠
雨
氏
の
考
察
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
肢
代
に
は

「
孝
」
に
相
嘗
す
る
よ
う
な
語
を
記
す
文
献
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
既
に
後
世
承
け
纏
が
れ
る
よ
う
な
厚
葬
の
習
俗
は
成
立
し
て
お
り
、

か
つ
『
躍
記
』
表
記
に
、
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股
人
は
神
を
傘
び
民
を
率
ひ
以
て
紳
に
事
ふ
。
思
(
筆
者
注
、
鬼
の
誤
り
か
?
〉
を
先
に
し
て
躍
を
後
に
し
、
罰
を
先
に
し
て
賞
を
後
に
し
、
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(

伺

)

傘
び
て
親
し
ま
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
肢
人
が
租
先
の
祭
杷
を
重
視
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
周
代
初
期
の
「
孝
」
に
通
ず
る
概
念
の
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い

と
い
う
。

右
が
池
相
伴
氏
及
び
劉
・
王
南
氏
に
依
援
し
た
『
孝
経
』
成
立
以
前
の
「
孝
」
思
想
の
進
展
の
概
観
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
「
孝
」
思
想

の
否
定
形
と
し
て
秦
律
の
「
不
孝
」
罪
へ
つ
な
が
る
「
不
孝
」
の
概
念
が
成
立
し
た
の
は
、

ど
の
時
黙
で
あ
ろ
う
か
。

「
無
道
」
や
「
不
道
」
あ
る
い
は
「
不
敬
」
の
語
の
場
合
も
、
そ
の
成
立
は
「
遁
」
と
か
「
敬
」
の
概
念
の
成
立
よ
り
遅
れ
る
の
は
嘗
然
で

(

印

〉

あ
る
が
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
文
献
上
に
こ
れ
ら
の
語
が
見
え
た
と
き
に
は
、
強
い
否
定
的
な
(
道
徳
的
)
債
値
観
が
込
め
ら

れ
て
お
り
、
嘗
初
よ
り
刑
罰
用
語
に
近
い
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

『
左
停
』
の
「
古
は
明
王
不
敬
を
伐
ち
て
、
云
々
」
の
語
を
想
起
せ
ら
れ
た
い
。
春
秋
時
代
以
前
の
刑
法
の
質
態
に
つ
い
て
は
不
明
の
こ
と
が

(

均

)

『
向
書
』
周
書
康
詰
篇
に

「
不
孝
不
友
」

『
論
語
』
の
「
無
道
を
諒
し
て
有
道
に
就
く
」
と
か

多
い
が
、
兵
と
刑
、
法
と
道
徳
と
は
多
分
に
来
分
化
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
貼
を
考
慮
す
る
と
、

(

冗

)

の
語
が
用
い
ら
れ
た
時
黙
で
は
、
こ
の
「
不
孝
」
も
や
は
り
野
村
氏
の
い
う
よ
う
に
、
刑
罰
の
劃
象
と
し
て
の
行
震
で
あ
っ
た
と
剣
断
さ
れ
、

- 22ー

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
に
先
立
つ
周
代
に
、
刑
法
の
劉
象
と
す
る
「
不
孝
」
の
概
念
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
言
え
る
。

さ
て
、
秦
律
に
お
け
る
「
不
孝
」
罪
の
典
型
は
、
父
親
等
か
ら
の
告
裂
が
あ
っ
て
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
際
に
死
刑
と
な
る
刑
罪
で
あ
り
、
文

字
通
り
「
五
刑
の
腐
三
千
」
の
う
ち
の
最
大
級
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
が
本
稿
の
所
謂
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
で
あ
る
。
具
瞳
的
に
は
父

母
を
殺
害
せ
ん
と
謀
っ
た
り
、
殴
打
し
た
り
、
誹
詩
晋
誼
し
た
り
す
る
こ
と
が
「
不
孝
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
基
本
的
に
秦
律
を
受
け
縫
い
で

い
た
漢
代
の
例
か
ら
逆
に
推
測
す
る
な
ら
ば
、

父
母
へ
の
経
済
的
援
助
を
怠
っ
た
り
、
或
い
は
父
母
の
喪
中
に
好
し
た
り
す
る
行
震
に
も
「
不

孝
」
罪
が
適
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

に
漢
代
猫
自
の
法
鰻
系
が
完
成
さ
れ
て
行
く
。

な
お
、
秦
律
に
抜
本
的
改
革
が
加
え
ら
れ
た
文
一
帝
の
刑
法
改
革
の
後
、
武
一
帝
一
期
を
迎
え
る
と
、
法
に
儒
数
的
要
素
が
附
け
加
え
ら
れ
、
衣
第

(

η

)

 

不
敬
罪
や
不
道
罪
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
見
据
え
な
が
ら
前
章
で
の
考



察
を
振
り
返
れ
ば
、

「
不
孝
」
罪
の
場
合
で
も
、
漢
代
の
中
J
後
期
、
こ
と
に
宣
一
帝
期
の
前
後
の
時
期
が
、
重
要
な
轄
換
貼
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

聞
ち
、
昌
邑
王
退
位
事
件
に
お
い
て
、

「
不
孝
」
罪
を
以
て
弾
劾
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
ア
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
弾
劾
文
に
は
『
孝
経
』
五
刑

章
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
皇
帝
一
を
死
刑
と
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
け
れ
ど
も
、

「
孝
」
の
資
質
が
な
い
こ
と
を
以
て
退
位
の
理
由

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
に
よ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
政
治
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
不
孝
」
罪
の
概
念

に
質
的
な
襲
化
が
生
ず
る
契
機
が
興
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
事
貫
上
の
「
不
孝
」
罪
に
劃
し
て
死
刑
が
不
適
用
と
な
る
先
例
と
な
っ

た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

る

こ
の
昌
邑
王
退
位
の
後
を
受
け
た
の
は
宣
一
帝
で
あ
る
が
、

「
不
忠
孝
」

宣
一
帝
の
頃
よ
り

「
不
孝
」

罪
に
よ
る
死
刑
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な

欝
宣
の
ケ
l
ス
の
よ
う
に
、

と
い
う
罪
名
で
弾
劾
せ
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
昆
罰
は
丞
相
職
の
罷
克
の
み
と
極
て
軽

- 23ー

く
、
往
時
の
如
き
慮
刑
の
賀
行
例
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
傾
向
は
後
漢
時
に
更
に
強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
漢
時
代
の
こ
う
し
た
雰
圏
気
を
俸
え
る
の
が
『
後
漢
書
』
列
停
四
二
、
崖
烈
・
崖
鈎
父
子
の
俸
に
記
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
即
ち

同
俸
に
は
、
崖
鈎
が
父
の
崖
烈
を
怒
ら
せ
、

た
め
に
難
を
避
け
て
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
こ
と
を
記
し
て

(
握
〉
烈
怒
り
、
杖
を
奉
げ
て
之
を
撃
つ
。
(
握
〉
鈎
時
に
虎
責
中
郎
賂
た
り
、
武
弁
を
服
し
馬
尾
を
戴
き
、
狼
狽
し
て
走
ぐ
。
烈
罵
り

て
日
く
「
死
卒
、
父
栖
う
つ
に
走
ぐ
る
は
孝
な
ら
ん
か
」
と
。
鈎
日
く
「
舜
の
父
に
事
ふ
る
に
小
杖
な
ら
ば
則
ち
受
け
、
大
杖
な
ら
ば
則

〈
花
〉

ち
走
ぐ
。
不
孝
に
非
ざ
る
也
」
と
。
烈
悪
じ
て
止
む
。

と
あ
る
。

「
父
に
筈
う
た
れ
ん
と
し
て
逃
げ
る
と
は
不
孝
な
る
行
震
で
は
な
い
か
」
と
の
父
か
ら
の
詰
聞
に
劃
し
て
崖
鈎
は
、
舜
が
そ
の
父
親

(

叫

)

に
劃
し
て
と
っ
た
態
度
を
-
評
し
た
『
孔
子
家
語
』
中
の
孔
子
の
語
を
引
い
て
、
生
命
に
関
わ
る
よ
う
な
場
合
は
親
の
懲
罰
か
ら
逃
げ
る
の
は
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「
不
孝
」
と
は
な
ら
な
い
、
と
言
い
返
し
て
父
を
や
り
こ
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
あ
る
種
の
「
不
孝
」
は
深
刻
な

も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
刑
罰
用
語
と
し
て
の
「
不
孝
」
罪
が
、
有
無
を
言
わ
さ
ず



272 

巌
格
に
適
用
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
な
ら
、

一
般
用
語
と
し
て
の
「
不
孝
」
自
鐙
に
も
深
刻
な
概
念
が
附
き
ま
と
い
、
屋
烈
父
子
の
よ
う
な
舎

話
は
と
て
も
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
前
掲
の
仇
覧
停
で
は
、
不
孝
子
に
劃
す
る
母
親
の
告
訴
が
受
理
さ
れ
な

か
司
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
「
不
孝
」
罪
の
貫
質
的
な
樫
罪
化
を
推
測
さ
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

と
こ

ろ
で
、

「不
孝
」
に
闘
す
る
告
訴
を
受
け
附
け
な
い
と
い
う
例
は
、

し
か
し
な
が
ら
後
漢
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
買
は
秦
代
に
も

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
法
律
答
問
一

O
四
簡
に

「
子
父
母
を
告
し
、
臣
妾
主
を
告
す
れ
ば
公
室
の
告
に
非
ず
、

聴
く
勿
れ
。
」
.
何
を
か
「
公
室
告
に
非
ず
」
と
謂
ふ
。

-
主
が
撞
に
其

の
子

・
臣
妾
を
殺
・
刑

・
彪
目
す
れ
ば
是
を
「
公
室
告
に
非
ず
」
と
謂
ひ
、
聴
く
勿
れ
。
而
る
に
告
す
る
を
行
へ
ば
、
告
者
に
罪
あ
り
。
告

(

符

〉

(
者
)
の
罪
巳
に
行
は
れ
、

官
人
有
た
其
れ
を
襲
ひ
て
之
を
告
す
れ
ば
、
亦
た
や
固
に
聴
く
べ
か
ら
ず
。

〈
一
九
六
頁
)

と
あ
る
の
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
本
僚
に
よ
れ
ば
た
と
え
親
(
ま
た
は
主
人
〉
が
子
〈
ま
た
は
奴
舛
)
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る
よ
う

と
い
い
、

罰
せ
ら
れ
た
後
に
更
に
別
の
人
〈
セ
人
〉
が
告
鼓
し
て
も
、

そ
れ
は
や
は
り

「非
公
室
の
告
」
と
し
て
受
理
し
な
い
と
い
う
の
で
あ

-24-

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
子
(
や
奴
牌
の
側
か
ら
)
の
告
瑳
は
「
公
室
の
告
」
に
嘗
ら
ず
と
し
て
受
け
附
け
ず
、
強
い
て
告
渡
す
る
者
は
罰
す
る

る

「
非
公
室
の
告
」
と
い
う
こ
と
は
事
が
家
庭
内
の
問
題
で
あ
る
故
に
、
家
庭
内
で
慮
理
す
べ
し
と
明
言
し
た
こ
と
を
意
味
し
、

「
而
る
に

告
を
行
へ
ば
告
者
罪
あ
り
」
を
以
て
そ
の
賀
行
を
事
質
上
強
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
庭
内
、
こ
と
に
親
子
関
係
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
破

壌
に
通
ず
る
行
震
が
「
不
孝
」
罪
で
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
親
の
立
場
を
支
持
す
る
と
い
う
観
貼
か
ら
園
家
が
閥
興
す
る
と
こ
ろ
に
「
不
孝
」

罪
の
特
色
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

本
僚
は
家
庭
内
の
法
、

ひ
い
て
は
道
徳
律
を
以
て
慮
理
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

「
不
孝
」

罪
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
背
い
て
子
の
側
か
ら
父
母
を
告
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
子
の
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
「
不

(
町
内
)

孝
」
を
、
秦
律
で
は
禁
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
掲
法
律
答
間
一

O
四
簡
は
親
の
虐
待
行
震
に
劃
す
る
子
の
側
か
ら
の
告
護
が
受
理
さ
れ
な
い
例
で
あ
り
、
親
の
側
か
ら
子
の
「
不

孝
」
を
告
瑳
し
た
封
診
式
の
例
(
第
一
章
所
掲
)
と
は
別
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

親
子
闘
係
の
破



壌
に
射
し
て
園
家
が
開
興
す
る
と
こ
ろ
に
「
不
孝
」
罪
の
本
質
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
仕
方
に
積
極
的
と
消
極
的
と
の
遣
い
こ
そ
あ
れ
、
南

者
は
共
通
し
た
根
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
秦
律
に
お
い
て
は
、
子
の
側
か
ら
親
を
告
褒
す
る
こ
と
は
消
極
的
に
禁
ず
る

(

π

)

 

そ
の
行
矯
も
「
不
孝
」
罪
と
し
て
重
く
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と

の
み
で
あ
っ
た
が
、

や
が
て
唐
律
に
お
い
て
は
、

考
え
ら
れ
、
南
者
は
連
績
性
を
有
す
る
刑
罰
概
念
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
右
に
奉
げ
た
「
非
公
室
の
告
」
と
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
と
の
中
間
的
な
刑
罰
も
存
在
し
た
。

「
殴
大
父
母
」
の
例
が
そ
れ
で
あ
り
、

そ
の
量
刑
は
鯨
城
旦
春
に
止
ま
っ
た
。

さ
ら
に
封
診
式
、

た
。
こ
の
よ
う
に
、
前
述
の
量
刑
が
死
刑
と
な
る
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
の
他
に
も
、
そ
の
周
遁
に
、

蓮
子
の
僚
に
は
、

父
親
が
告
設
し
て
も
終
身
の
「
遜
」

刑
に
止
ま
る
例
も
見
ら
れ

い
ま
一
類
の
「
不
孝
」
罪
が
あ
り
、
秦
代

の
「
不
孝
」
罪
は
重
層
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
漢
初
の
例
で
は
あ
る
が
、

『
張
家
山
漢
簡
』
奏
獄
書
に
見
ら
れ
る
夫

の
喪
中
の
和
好
に
「
次
不
孝
」
の
罪
、が
適
用
さ
れ
ん
と
し
た
こ
と
も
そ
の
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
「
不
孝
」
罪
の
秦
律
か
ら
唐
律
へ
か
け
て
の
流
れ
を
考
え
て
み
る
。
第
一
章
及
び
第
二
重
に
見
た
如

く
、
秦
か
ら
漢
に
か
け
て
、
死
刑
相
嘗
の
所
謂
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
は
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
反
面
、
既
に
い
ま
一
類
の
「
不
孝
」
罪

が
例
え
ば
「
非
公
室
の
告
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
前
漢
後
半
か
ら
後
漢
に
か
け
て
「
不
孝
罪
」
の
脱
刑
法
化
、
聞
ち
道
徳
律
化
に
つ
な
が
る
要
素

を
内
包
し
て
い
た
の
も
事
質
で
あ
る
。
こ
の
種
の
「
不
孝
」
罪
は
前
章
に
見
た
如
く
、
道
徳
的
概
念
の
「
不
孝
」
が
瑳
言
擢
を
得
て
主
流
を
占

〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
の
影
に
隠
れ
て
伏
流
水
的
に
存
績
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
聞
は
、

と
こ
ろ
が
、
前
漢
宣
一
帝
の
頃
か
ら
あ
る
種
の
襲
化
が
現
わ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
頃
か
ら
「
不
孝
」
罪
の
退
行
現
象
が
見
ら
れ
、
或
い
は
こ
れ

が
受
理
さ
れ
な
い
例
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
罰
の
針
象
か
ら
次
第
に
外
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
刑
罰
の
封
象
か
ら
外
れ
る
傾
向

が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
瞳
教
の
立
て
前
化
に
つ
れ
て
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
が
伏
流
水
化
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
後
漢
の
穆
菱
惇
及
び
仇
賢
俸
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
一
類
の
「
不
孝
」
罪
が
表
面
に
現
わ
れ
、
後

273 

に
は
、
死
刑
に
ま
で
は
至
ら
な
い
「
不
孝
」
罪
も
多
く
見
ら
れ
、

〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
は
影
を
ひ
そ
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
て
退
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
「
不
孝
」
罪
が
歴
史
的
役
割
を
終
え
た
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
司

元
帝
期
の
陳
湯
、
が
父
の
喪
を
隠
し
て
任
官
し
た
例
、
前
漢
末
の
醇
宣
が
「
不
供
養
行
喪
服
」

例
、
或
い
は
後
漢
の
劉
晃
・
劉
剛
兄
弟
が
母
親
を
謹
告
し
た
例
な
ど
も
、

保-。
φ
hド

に
よ
る

「
不
忠
孝
」

を
以
て
弾
劾
さ
れ
た

い
ま
一
類
の
「
不
孝
」
罪
の
典
型
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
唐
律
十
悪
中
の
「
不
孝
」

(
「
開
祖
父
母
父
母
喪
、
匿
不
翠
哀
」
、
「
供
養
有
閥
、
居
父
母
喪
、
作
祭
懇
服
従
吉
」
、
及
び
「
告
言
祖
父

母
父
母
」
)
に
つ
な
が
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
伏
流
し
て
い
た
「
不
孝
」
罪
が
、

や
が
て
法
鰻
系
上
の
主
流
的
地
位
を
獲
得
す
る

ま
で
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
不
孝
」
罪
と
は
い
え
、
も
は
や
必
ず
し
も
量
刑
を
死
刑
と
す
る
罪
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
贋
義
の
「
不
孝
」
罪
に
は
含
ま
れ
て
も
、
こ
れ
ら
は
も
は
や
『
孝
鰹
』
に
「
罪
莫
大
於
不
孝
」
と
あ
る
〈
秦

律
的
不
孝
罪
〉
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

秦
漢
の
律
は
唐
律
に
集
大
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
唐
律
の
十
悪
の
う
ち
の
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
の
起
源
に
つ
い
て
も
秦
漢
律
の
う
ち
に
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あ
る
も
の
が
多
い
。
最
後
に
そ
れ
を
跡
づ
け
て
お
き
た
い
。

唐
律
の
十
悪
中
の
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
に
属
す
る
「
不
孝
」
に
は
「
告
言
誼
晋
祖
父
母
父
母
」
と
い
う
行
潟
、
及
び
「
匿
父
母
喪
L

、
「
供

養
有
閥
」
と
い
う
行
震
が
含
ま
れ
、
前
者
に
つ
な
が
る
の
が
父
始
皇
帝
を
誹
詩
し
怨
望
し
た
と
さ
れ
る
秦
の
扶
蘇
、
及
び
母
太
姫
宗
を
謹
告
し

た
後
漢
の
劉
晃
・
劉
剛
兄
弟
の
ケ
l
ス
で
あ
り
、
後
者
に
つ
な
が
る
の
が
、
父
の
喪
を
匿
し
て
任
官
し
た
陳
湯
及
び
丞
相
の
職
に
あ
っ
て
「
不

忠
孝
」
と
さ
れ
た
辞
宜
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。

一方、

同
じ
く

〈
不
孝
罪
グ
ル

ー
プ
〉
に
数
え
ら
れ
る

「
悪
逆
」

t主

「
殴
及
謀
殺
祖
父
母
父

母
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
な
が
る
前
漢
の
例
と
し
て
は
景
一
帝
期
の
恢
読
の
「
不
孝
謀
反
」
事
件
及
び
東
卒
王
劉
雲
の
父
王
毒
殺
事
件
、
及
び
王

傘
侍
所
掲
の
不
孝
子
の
例
が
あ
る
。
更
に
、
同
じ
く
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
に
扇
す
る
「
内
凱
」
と
し
て
「
姦
父
祖
妾
」
が
あ
り
、
前
掲
劉
爽

の
弟
劉
孝
の
場
合
が
こ
れ
に
該
蛍
す
る
。
こ
の
よ
う
に
秦
律
に
階
層
的
に
存
在
し
た
「
不
孝
」
罪
が
漢
代
を
鰹
て
、
や
が
て
共
に
唐
律
の
十
悪

の
中
に
集
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

「
不
孝
」
罪
に
閲
す
る
か
く
の
如
き
二
類
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
、
秦
律
と
唐
律
に
お
け
る
各
個
の
問
題
と
し
て
、

ま
た
同
時
に
秦



唐
聞
の
長
期
に
わ
た
る
問
題
と
し
て
今
後
追
究
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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註(
1
〉
大
庭
筒
「
漢
律
に
お
け
る
『
不
道
』
の
概
念
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都

二
七
、
一
九
五
七
、
後
に
同
氏
著
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
枚
、
一

九
八
二
〉
を
参
照
。
氏
に
よ
れ
ば
不
道
と
は

O
天
子
を
あ
ざ
む
く
行
潟

(
短
閏
)
、

O
臣
下
に
味
方
し
て
天
子
を
あ
ざ
む
く
行
局
(
同
上
〉
、

O

主
張
に
一
貫
性
を
欽
き
、
天
子
・
朝
議
を
惑
わ
す
行
震
(
迷
図
〉
、

O
天

子
、
及
び
現
在
の
政
治
を
あ
か
ら
さ
ま
に
非
難
す
る
行
篤
(
誹
誇
〉
、

O
不
嘗
な
方
法
で
多
額
の
金
銭
を
牧
受
し
、
も
し
く
は
官
費
を
浪
費

し
、
叉
は
着
服
す
る
行
震
(
狭
猪
〉
、

O
一
般
人
を
惑
わ
し
、
叉
は
誤

ら
し
め
、
混
飢
に
お
と
し
い
れ
る
行
盛
岡
(
惑
衆
)
、

O
優
渥
な
天
子
の

恩
寵
を
損
う
行
篤
(
蔚
恩
〉
、

O
天
子
、
王
室
叉
は
国
家
に
、
多
大
の

危
害
を
及
ぼ
す
ご
と
き
職
務
上
の
失
態
(
奉
使
無
紋
)
、
及
び
以
下
大

逆
に
属
す
る

O
現
在
の
天
子
を
替
え
ん
と
し
、
叉
は
天
子
の
身
に
危
害

を
加
え
ん
と
す
る
企
て
及
び
行
潟
、

O
宗
廟
及
び
そ
の
器
物
の
破
媛
、

O
天
子
の
後
継
者
に
危
害
を
加
え
、
叉
は
危
害
を
加
え
ん
と
す
る
企

て
、
及
び
行
潟
、
を
指
す
。
要
す
る
に
、
臣
下
と
し
て
の
道
に
背
反

し
、
民
政
を
飢
し
、
君
主
及
び
園
家
に
害
を
輿
え
、
現
在
の
政
治
祉
舎

値
制
を
獲
さ
ん
と
す
る
行
震
が
一
般
に
不
道
と
穣
さ
れ
た
。
即
ち
、
不

道
と
い
う
庚
い
罪
の
概
念
が
あ
り
、
そ
の
中
に
大
逆
を
は
じ
め
と
す
る

諸
種
の
小
概
念
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
不
道
罪
に
つ
い
て
は
註
(
お
)
の

拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ハ
2
〉
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
れ
ば
、
十
悪
に
該
嘗
す
る
罪
に
到
す
る
刑
罰
は
様

ん
円
で
あ
り
、
死
刑
と
は
限
ら
ず
、
刑
の
重
さ
を
定
め
る
の
と
は
異
な
っ

た
債
値
基
準
、
つ
ま
り
儒
敬
倫
理
に
照
ら
し
て
指
定
さ
れ
る
の
が
十
悪

で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
刑
の
軽
重
を
定
め
る
に
つ
い
て
は
、
祉
曾
統

制
上
あ
る
犯
罪
が
ど
れ
だ
け
の
賓
害
を
も
つ
か
と
い
う
よ
う
な
考
慮
が

強
く
働
く
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
名
教
に
違
背
す
る
こ
と
願

著
と
見
な
さ
れ
る
罪
が
、
十
悪
と
し
て
特
に
戒
め
ら
れ
る
と
い
う
。

『
誇
註
日
本
律
令
』
五
(
律
令
研
究
舎
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
〉

六
O
頁
を
参
照
。

な
お
、
十
悪
と
は
具
鐙
的
に
は
①
謀
反
(
祉
稜
を
危
く
せ
ん
と
謀
る

を
謂
ふ
〉
②
一
謀
大
逆
(
宗
廟
・
山
陵
及
び
宮
厭
を
致
た
ん
と
謀
る
を

謂
ふ
)
③
謀
叛
(
閣
に
背
き
僑
に
従
は
ん
と
謀
る
を
謂
ふ
〉
④
慈
逆

(
-
祖
父
母
父
母
を
殴
り
及
び
殺
さ
ん
と
謀
り
、
伯
叔
父
母
・
姑
・
兄
姉

・
外
祖
父
母
・
夫
の
祖
父
母
父
母
を
殺
す
を
謂
ふ
)
⑤
不
道
(
一
家
に

て
死
罪
に
非
ざ
る
三
人
を
殺
し
、
及
び
人
を
支
解
し
、
盛
毒
を
造
審

し
、
厭
魅
す
る
を
謂
ふ
)
@
大
不
敬
(
大
現
脚
御
の
物
、
乗
輿
服
御
の

物
を
盗
み
、
御
賓
を
盗
み
及
び
僑
造
し
、
御
棄
を
和
合
し
て
誤
っ
て
本

方
の
如
く
な
ら
ず
、
及
び
封
題
を
誤
り
、
若
し
く
は
御
膳
を
造
り
て
誤

っ
て
食
禁
を
犯
し
、
御
幸
の
船
誤
っ
て
牢
固
な
ら
ず
、
乗
輿
を
指
斥
し

て
情
理
切
害
、
及
び
制
使
に
封
恒
押
し
て
人
臣
の
膿
な
き
を
謂
ふ
〉
⑦
不

孝
(
祖
父
母
父
母
を
告
言
語
雪
し
、
及
び
祖
父
母
父
母
在
す
る
に
別
籍

異
財
し
、
若
し
く
は
供
養
閥
有
り
、
父
母
の
喪
に
居
り
て
自
身
嫁
撤
し
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若
し
く
は
拙
討
を
作
し
阪
を
棒
て
吉
に
従
ひ
、
祖
父
母
父
母
の
喪
を
聞
き

て
穆
哀
せ
ず
、
租
父
母
父
母
の
死
を
詐
稽
す
る
を
謂
ふ
)
③
不
睦
(
総

腕
以
上
の
親
を
殺
さ
ん
と
謀
り
及
び
寅
り
、
夫
及
び
大
功
以
上
の
等

長
、
小
功
以
上
の
傘
腐
を
殴
・
告
す
る
を
謂
ふ
〉
@
不
義
(
本
属
の
府

主
・
刺
史
・
豚
令
、
見
に
業
を
受
く
る
師
を
殺
し
、
吏
卒
に
し
て
本
部

の
五
品
以
上
の
官
長
を
殺
し
、
及
び
夫
の
喪
を
閲
い
て
匿
し
て
哀
を
暴

げ
ず
、
若
し
く
は
築
を
作
し
、
服
を
稗
い
て
士
口
に
従
ひ
、
及
び
改
嫁
す

る
も
の
を
謂
ふ
)
⑮
内
飢
(
小
功
以
上
の
親
、
父
租
の
妾
を
姦
し
、
及

び
輿
に
和
す
る
者
を
謂
ふ
〉
。
こ
の
う
ち
①
②
③
①
⑤
が
〈
不
道
罪
グ

ル
ー
プ
〉
に
麗
し
、
④
め
あ
⑤
⑬
が
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
に
属
す

る。
ま
た
、
唐
律
の
「
不
孝
」
罪
に
つ
い
て
は
近
く
夜
表
橡
定
の
拙
稿

「
『
元
典
章
』
及
び
『
唐
律
疏
議
』
に
見
ら
れ
る
中
園
前
近
代
の
『
不

孝
』
罪
」
を
参
照
。

(

3

)

「
以
郷
八
刑
糾
高
民
、
一
回
不
孝
之
刑
、
二
日
不
陸
之
刑
、
三
日
不

淵
之
刑
、
四
日
不
弟
之
刑
、
五
日
不
任
之
刑
、
六
日
不
他
之
刑
、
七
日

造
言
之
刑
、
八
日
飢
民
之
刑
。
」

(
4
〉
『
周
膿
』
雄
一
寸
の
古
典
の
成
立
時
や
史
料
的
債
値
に
つ
い
て
、
出
土
文

字
資
料
に
よ
っ
て
再
度
聞
い
直
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
雲
夢
の
地
を
訪
ね
て
」
(
『
「
吐
舎
科
」
皐
研
究
』
一
一
八
、
一
九
九
四
〉

を
多
照
さ
れ
た
い
。

〈
5
〉
「
宗
廟
有
不
順
者
、
信
用
不
孝
、
不
孝
者
、
君
馴
以
爵
。
」

(

6

)

「
王
目
、
封
原
悪
大
怒
、
矧
不
孝
不
友
、
子
弗
祇
服
販
父
事
、
大
傷

版
考
心
。
」

(
7
〉
野
村
茂
夫
「
儒
品
欲
的
『
孝
』
の
成
立
以
前
|
|
街
書
を
て
が
か
り
と

し
て
|
|
」
(
『
愛
知
教
育
大
暴
研
究
報
告
』
一
一
一
一
一
、

照。

(

8

)

「
菟
老
告
人
、
以
借
用
不
孝
、
謁
殺
、
首
三
環
之
不
。
不
嘗
環
、
琵
執

勿
失
。
」

〈
9
)

「
秦
制
二
十
爵
、
男
子
賜
爵
一
級
以
上
、
有
罪
以
減
、
年
五
十
六

沼
周
。
無
爵
篤
土
伍
、
年
六
十
菟
老
。
」

(
日
)
三
環
と
は
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
の
解
穫
に
よ
れ
ば
、
『
周
躍
』

の
秋
官
司
刺
に
い
う
コ
ニ
宥
(
不
識
・
過
失
・
遺
忘
〉
」
が
こ
れ
に
相

営
す
る
と
い
う
が
、
そ
の
論
援
は
定
か
で
は
な
い
。

(
日
)
「
愛
室
田
、
莱
里
土
五
甲
告
目
、
甲
親
子
同
里
土
五
丙
、
不
孝
、
謁

殺
。
敢
告
。
聞
令
令
史
己
往
執
。
令
史
己
愛
書
、
輿
牢
隷
臣
某
執
丙
、

得
莱
室
。
丞
某
迅
丙
。
僻
回
、
甲
親
子
、
誠
不
孝
甲
所
。
母
官
坐
罪
。
」

(
ロ
)
大
庭
倫
「
愛
書
考
」
(
『
聖
心
女
子
大
皐
論
集
』
一
一
一
一
、
一
九
五
八
、

同
氏
註
ハ
1
〉
の
前
掲
書
に
再
録
)
を
参
照
。

(
日
)
も
し
「
不
孝
」
罪
に
よ
っ
て
死
刑
を
求
刑
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
庶
民
た
る
甲
が
こ
の
よ
う
な
告
裂
行
震
を
す
る
こ
と
は
有

り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
不
孝
L

罪
の
存
在
を
衆
知
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
不
孝
」
へ
の
噛
郎
防
数
果
が
期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か

ら
、
被
告
丙
も
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

(

U

)

「
今
扶
蘇
輿
将
軍
蒙
倍
、
勝
師
数
十
高
、
以
屯
港
、
十
有
徐
年
失
、

不
能
進
而
前
、
士
卒
多
粍
、
無
尺
寸
之
功
、
及
反
数
上
書
直
言
、
誹
誘

我
所
信
用
、
以
不
得
罷
腸
篤
太
子
、
日
夜
怨
室
、
扶
蘇
信
用
人
子
不
孝
、
其

賜
剣
以
自
裁
。
(
持
軍
情
奥
扶
蘇
居
外
、
不
匡
正
、
宜
知
其
謀
、
篤
人

臣
不
忠
、
其
賜
死
。
)
」

(
日
〉
「
謂
告
言
誼
雪
e

祖
父
母
父
母
、
及
祖
父
母
父
母
在
、
別
籍
異
財
、
若

一
九
七
四
)
を
参
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供
養
有
閥
、
居
父
母
喪
、
自
身
嫁
放
、
若
作
築
、
穣
限
従
士
口
、
開
祖
父

母
父
母
喪
、
匿
不
暴
干
及
、
詐
樗
祖
父
母
父
母
死
。
」

(
日
〉
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
註
〈
2
〉
の
拙
稿
を
参
照
。

ハ
口
〉
桑
原
崎
蕨
①
「
支
那
の
孝
道
殊
に
法
律
上
よ
り
観
た
る
支
那
の
孝

道
」
及
び
②
「
唐
明
律
の
比
較
」
(
い
ず
れ
も
『
桑
原
勝
蔵
全
集
第
三

巻
』
所
収
)
を
参
照
。

〈
凶
〉
桑
原
氏
は
誼
膏
を
悪
口
と
謬
し
て
い
る
が
、
厳
密
に
は
誼
と
雪
と
は

別
で
あ
り
、
賊
律
に
「
誼
し
て
愛
煽
を
求
む
る
は
流
二
千
里
」
と
あ
る

よ
う
に
、
誼
は
必
ず
し
も
死
刑
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
死
刑
と
な

る
「
不
孝
」
罪
は
告
言
と
晋
の
場
合
で
あ
っ
た
。

(問〉

法
律
答
問

一
O
四
簡
に

「
主
撞
剰
刺
叩
発
其
子
臣
妾
、
是
謂
非
公
室

告
、
勿
襲
。
而
行
告
者
罪
。
(
一
九
六
頁
ご
と
あ
る
。
本
僚
は
告
言
を

受
け
附
け
な
い
と
い
う
俊
文
で
あ
る
が
、
敢
え
て
告
す
れ
ば
告
者
は
罰

す
る
、
と
あ
る
。
父
母
を
告
裂
す
る
こ
と
が
「
不
孝
」
罪
と
し
て
死
刑

と
な
る
の
は
、
遅
く
と
も
後
漢
前
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
註
(
叩
却
〉

を
多
照
。

(
初
)
「
愛
書
、
莱
里
土
五
甲
告
目
、
謁
岸
壁
親
子
同
盟
士
五
丙
足
、
運
萄
迭

勝
、
令
終
身
母
得
去
遷
所
、
敢
告
。
告
法
丘
主
。
土
五
威
陽
才
莱
里
日

丙
、
坐
父
甲
謁
婆
足
、
遷
萄
遊
間
師
、
令
終
身
母
得
去
選
所
論
之
、
遷
丙

如
甲
告
、
以
律
包
。
今
婆
丙
足
、
令
吏
徒
賂
停
及
恒
書
一
封
詣
令
史
、

可
受
代
吏
徒
、
以
豚
次
停
詣
成
都
、
成
都
上
位
書
太
守
慮
、
以
律
食
。

法
丘
巳
停
、
震
報
、
敢
告
主
。
」

(
幻
〉
こ
の
僚
の
解
棒
は
拙
稿
「
秦
律
に
お
け
る
濯
に
つ
い
て
」
〈
卒
成
五

年
度
科
研
報
告
書
「
『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
の
再
検
討
と
古
代
社
舎

の
地
域
的
研
究
」
〉
を
参
照
。

(
忽
〉
「
謂
殴
及
謀
殺
租
父
母
父
母
(
謀
殺
伯
叔
父
母
姑
兄
姉
外
祖
父
母
夫

夫
之
祖
父
母
父
母
者
〉
。
」

ハ
お
〉
「
殿
大
父
母
、
蘇
震
域
旦
春
。
今
殴
高
大
父
母
、
可
論
。
比
大
父

母。」

(
何
日
〉
程
樹
徳
『
漢
律
考
』
の
律
令
雑
考
上
に
、
不
孝
の
項
目
を
設
け
、
衡

山
王
俸
の
劉
爽
の
例
を
翠
げ
、
「
公
羊
文
十
六
年
の
何
(
休
〉
注
に
い

ふ
、
上
を
傘
ぶ
無
く
、
聖
人
を
非
り
、
不
孝
な
る
者
は
斬
首
し
て
之
を

泉
す
、
と
。
劉
逢
線
の
『
公
羊
四
梓
例
』
に
云
く
『
秦
法
也
』
と
。
唐
律

十
悪
の
七
に
目
ふ
不
孝
の
注
に
、
祖
父
母
父
母
を
告
言
誼
罵
す
る
を
謂

ふ
」
と
あ
る
。
右
文
か
ら
は
、
秦
以
前
に
「
不
孝
」
罪
の
存
在
し
た
こ

と
を
程
樹
徳
氏
が
認
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
劉
逢
践

の
『
春
秋
公
羊
経
何
氏
緯
例
』
律
意
軽
重
例
第
十
の
注
樟
に
は
「
案
ず

る
に
鄭
注
に
い
ふ
周
穫
の
焚
礁
は
死
刑
に
一
等
を
加
ふ
る
は
皆
な
既
殺

に
し
て
之
を
殺
す
を
謂
ふ
な
れ
ば
経
義
に
合
せ
り
、
此
の
注
は
蓋
し
秦

法
な
ら
ん
に
と
あ
り
、
劉
逢
稼
は
鄭
注
に
秦
法
と
の
混
鋭
が
あ
る
と

推
測
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
不
孝
罪
が
秦
法
中
に
存
在
し
た
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
引
用
し
た
程
氏
に
誤
解
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。

(
お
〉
「
故
律
目
、
死
夫
以
男
気
後
。
母
男
以
父
母
、
母
父
母
以
妻
、
母
妻

以
子
女
以
后
、
律
目
、
諸
有
鯨
官
事
、
而
父
母
若
妻
死
者
、
錦
寧
品
川
目
、

大
父
母
・
同
産
一
五
日
。
放
惇
完
潟
城
且
春
、
鍛
察
其
足
、
総
巴
豚

強
。
数
人
不
孝
、
次
不
孝
之
律
。
不
孝
者
奔
市
。
奔
市
之
次
、
稼
震
域

且
一
香
。
嘗
鯨
、
公
士
・
公
士
妻
以
上
、
完
之
。
好
者
、
耐
震
隷
臣
妾
。

捕
好
者
必
案
之
校
上
。
」
(
江
陵
張
家
山
漢
筒
整
理
小
組
「
江
陵
張
家

山
漢
簡
〈
奏
識
書
〉
(
ニ
〉
」
〈
『
文
物
』
一
九
九
五

三
〉)
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(
お
〉
こ
こ
に
は
廷
尉
正
と
い
う
職
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
秦
代
の
も
の
で

あ
れ
ば
始
皇
帝
の
諜
で
あ
る
「
正
」
の
字
が
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
な
い

こ
と
を
論
擦
と
す
る
。
李
皐
動
「
〈
奏
誠
書
〉
解
説
(
下
)
〈
同
右
〉
」

(
幻
〉
「
今
杜
減
女
子
甲
夫
公
士
丁
疾
死
、
喪
棺
在
堂
上
、
未
葬
、
輿
丁
母

素
夜
喪
、
演
棺
而
笑
。
甲
輿
男
子
丙
借
、
之
棺
后
内
中
和
好
。
明
且
、

素
告
甲
吏
、
吏
捕
得
甲
、
疑
甲
罪
。
廷
尉
穀
、
正
始
、
監
弘
、
廷
史
武
等

品
川
人
議
嘗
之
、
皆
目

『
律
、
死
置
后
之
次
、
妻
次
父
母
、
妻
死
飼
寧
、

輿
父
母
同
法
。
以
律
置
后
之
次
人
事
計
之
、
夫
異
尋
子
妻
、
妻
事
夫
、

及
服
其
喪
、
資
嘗
次
父
母
如
律
。
妻
之
国
府
后
次
夫
父
母
。
夫
・
父
母
死

未
葬
、
好
喪
芳
者
、
嘗
不
孝
。
不
孝
奔
市
、
不
孝
之
次
、
嘗
鯨
震
城
旦

春
、
数
惇
、
完
之
。
首
之
。
妻
傘
夫
、
首
次
父
母
、
而
甲
夫
死
、
不
悲

哀
、
奥
男
子
和
好
喪
芳
、
致
之
不
孝
・
数
惇
之
律
二
輩
、
捕
者
雄
弗
案

校
上
、
甲
蛍
{
元
信
用
春
。
告
社
論
甲
。
』
.
今
廷
史
申
徳
使
而
后
来
、
非
廷

尉
賞
。
議
日
『
嘗
非
是
。
律
回
、
不
孝
奔
市
。
有
生
父
而
弗
食
三
日
、

吏
何
以
論
子
。
』
延
尉
穀
等
日
『
首
奔
市
。
』
有
田
『
有
死
父
、
不
柁
其

家
三
日
、
子
晶
画
何
論
。
』
廷
尉
毅
等
日
『
不
賞
論
。
』
(
中
略
)
毅
等
目
、

『
誠
失
之
。
』
」

(
勿
〉
こ
の
あ
と
、
し
か
し
死
ん
だ
父
を
三
日
ば
か
り
家
で
の
把
り
を
怠
つ

た
と
し
て
も
罰
せ
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
こ
と
に
同
意
を
得
た
後
、
死

ん
だ
夫
に
射
す
る
不
義
理
が
あ
っ
た
と
て
、
そ
れ
が
罰
せ
ら
る
べ
き
い

わ
れ
の
な
い
こ
と
も
同
様
で
は
な
い
か
、
と
現
貸
主
義
的
路
線
の
廷
史

申
が
主
張
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
廷
尉
ら
は
、
先
の
剣
断
を
翻
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

(
m
m
)

「
三
年
冬
十
二
月
、
詔
目
、
裏
卒
侯
嘉
子
依
設
、
不
孝
謀
反
欲
以
殺

嘉
、
大
逆
無
道
。
其
赦
嘉
震
裏
卒
侯
、
妻
子
賞
坐
者
、
復
故
爵
。
佼
読

及
妻
子
如
法
。
」

(ω
〉
「
紀
通
子
也
。
功
臣
表
裏
卒
侯
紀
通
以
父
功
侯
。
孝
景
三
年
、
康
侯

相
夫
嗣
。
推
其
封
売
、
正
奥
此
合
。
出
旦
更
名
嘉
乎
。
」

(
況
)
『
漢
愛
国
』
巻
一
六
、
功
臣
表
の
衷
卒
侯
紀
通
の
始
封
の
欄
に
「
(
官
同

租
八
年
)
九
月
丙
午
封
、
五
十
二
年
第
。
」
と
あ
る
。

(
m
M
)

功
臣
表
に
「
孝
景
中
三
年
、
康
侯
相
夫
嗣
ぐ
。
」
と
記
さ
れ
る
通
り
、

紀
通
が
褒
卒
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
高
祖
八
年
(
前
一
九
九
年
)
よ
り
死
去

し
た
五
十
二
年
後
は
景
一
帝
三
年
(
前
一
五
四
年
)
で
は
な
く
、
中
元
三

年
(
前
一
四
七
年
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
‘
従
っ
て
、
依
設
の
不
孝
謀

反
事
件
を
景
帯
三
年
の
出
来
事
と
す
る
班
固
に
は
思
い
違
い
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
前
漢
文
一
帝
の
刑
法
改
革
考
」
(
『
東
洋
皐
術
研

究
』
一
七
五
、
一
九
七
八
〉
を
参
照
。

(
お
)
前
註
を
参
照
。

(
卸
)
「
侠
読
有
私
怨
於
其
父
、
而
自
謀
反
、
欲
令
其
父
坐
死
也
。
」
と
あ

る
。
た
だ
し
、
父
を
「
坐
死
」
さ
せ
る
た
め
に
園
家
に
劃
す
る
謀
反
を

し
た
と
い
う
解
穫
に
は
無
理
が
あ
る
。

(
お
〉
註
(
2
〉
の
①
「
謀
反
」
の
項
を
参
照
。

(
お
)
拙
稿
「
漢
代
の
『
不
道
』
罪
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
に
お
け
る
民
衆

と
文
化
1

1
酒
井
忠
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
所
枚
、
一
九
八
二
)
を

参
照
。

(
幻
〉
「
元
朔
六
年
中
、
衡
山
王
使
人
上
書
請
、
駿
太
子
爽
、
立
孝
信
周
太

子
。
爽
聞
、
即
使
所
善
白
旗
、
之
長
安
上
書
言
、
孝
作
醐
車
鉄
矢
、
輿

王
御
者
姦
、
欲
以
敗
孝
。
自
蔵
至
長
安
未
及
上
品
昔
、
吏
捕
一
風
、
以
准
南

事
繋
。
王
関
爽
使
自
蔵
上
書
、
恐
言
園
陰
事
、
部
上
書
反
告
太
子
爽
所

信
用
不
道
奔
市
罪
事
。
(
中
略
)
公
卿
請
遣
宗
正
・
大
行
輿
柿
郡
雑
治
王
。
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王
関
、
卸
自
到
殺
。
孝
先
自
告
反
、
除
其
罪
、
坐
輿
王
稗
姦
、
奔
市
。

王
后
徐
来
亦
坐
盛
殺
前
王
后
乗
祭
、
及
太
子
爽
坐
王
告
不
孝
、
皆
奔

市
。
諸
輿
衡
山
王
謀
反
者
、
皆
族
。
」

(
お
)
註
ハ
2
)
を
参
照
。

ハ
鈎
〉
こ
こ
に
は
後
漢
初
期
に
生
き
た
班
固
の
解
揮
が
入
り
込
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
秦
律
の
「
不
孝
」
罪
に
関
す
る
知
識
の
な
い
彼

は
、
子
と
し
て
父
親
を
告
愛
し
た
こ
と
を
以
て
「
不
孝
」
と
す
る
後
世

の
概
念
に
よ
っ
て
『
史
記
』
の
原
文
を
改
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
る
な
ら
ば
、
唐
律
に
い
う
「
告
言
祖
父
母
父
母
」
を
「
不
孝
」
罪

と
す
る
概
念
が
、
後
漢
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
『
唐
律
疏
議
』
巻
二
三
、
嗣
訟
四
四
の
「
告
祖
父
母
父
母
絞
」

の
僚
に
附
さ
れ
た
疏
議
に
「
謀
叛
大
逆
及
謀
叛
以
上
、
皆
不
臣
、
故
子

孫
告
亦
無
罪
」
と
あ
り
、
唐
律
で
は
謀
反
の
場
合
は
誰
で
あ
れ
、
告
設

す
る
こ
と
が
義
務
附
け
ら
れ
て
お
り
、
告
護
者
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
園
家
の
存
績
は
祭
政
者
の
最
大
関
心
事
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
漢
代
で
も
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
て
班
固
は
、
漢

代
で
は
こ
う
し
た
附
樽
僚
項
は
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
疑
問
と
し
て
お
く
。

(
必
〉
「
(
元
一
帝
初
元
中
〉
春
正
月
、
美
陽
女
子
告
候
子
不
孝
目
、
見
常
以

我
潟
妻
、
炉
答
我
。
尋
問
之
、
遺
吏
枚
捕
験
問
、
辞
服
。
念
日
、
律
無

妻
母
之
法
。
聖
人
所
不
忍
書
、
此
経
所
謂
造
獄
者
也
。
傘
於
是
出
坐
廷

上
、
取
不
孝
子
豚
礁
著
樹
、
使
騎
吏
五
人
張
弓
射
殺
之
。
吏
民
驚
駁
。
」

(
4
〉
法
律
答
間
七
五
簡
に
「
臣
強
輿
主
好
、
可
論
。
比
殴
主
(
一
八
三

頁
〉
」
と
あ
り
、
姦
は
殴
に
準
.
す
る
と
い
う
例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
「
孝
景
中
五
年
、
侯
融
以
長
公
主
子
侯
、
首
円
五
千
戸
、
二
十
九
年

(
元
鼎
元
年
〉
、
坐
母
喪
未
除
服
姦
、
自
殺
。
」

(
必
〉
た
だ
し
、
唐
律
に
い
う
「
告
言
祖
父
母
父
母
」
の
行
震
は
唐
代
で
は

死
刑
で
あ
る
が
、
秦
律
に
お
い
て
は
「
非
公
室
告
」
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
が
〈
秦
律
的
不
孝
罪
〉
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も

t
、。

+ん、
u

・

(
川
崎
〉
「
官
同
皇
帝
建
功
業
篤
漢
太
租
、
孝
文
皇
帝
慈
仁
節
倹
魚
太
宗
、
今
陛

下
嗣
孝
昭
皇
帝
一
後
、
行
淫
鮮
不
軌
。
(
中
略
)
『
五
回
叶
之
属
、
莫
大
不

孝
』
。
(
中
略
)
宗
廟
重
於
君
、
陛
下
未
見
命
高
廟
、
不
可
以
承
天
序
、

奉
租
宗
廟
、
子
高
姓
、
首
援
。
」

(
必
〉
桑
原
隙
誠
氏
は
「
擬
制
的
の
親
た
る
天
に
射
し
て
孝
道
を
失
す
る

と
、
君
主
は
天
子
と
し
て
の
地
位
を
失
う
と
同
様
に
、
質
際
の
親
た
る

祖
先
や
父
母
に
濁
し
て
孝
道
を
失
す
る
と
、
君
主
と
し
て
の
位
置
を
失

ふ
か
、
叉
は
君
主
と
し
て
の
無
資
格
者
と
し
て
、
人
壁
一
を
失
は
ね
ば
な

ら
ぬ
よ
と
述
べ
て
い
る
。
同
氏
前
掲
註
(
ロ
)
①
論
文
の
注
2
を
参
照
。

(
日
明
)
大
庭
氏
前
掲
註
(

1

)

論
文
を
参
照
。

(
幻
)
「
今
翠
義
・
劉
信
等
謀
反
大
逆
、
流
言
惑
衆
欲
以
築
位
、
賊
筈
我
鶏

子
。
罪
深
於
持
基
京
、
悪
甚
於
禽
獣
。
信
父
放
東
卒
王
雲
、
不
孝
不
謹
、

親
毒
殺
其
父
恩
玉
、
名
目
鐙
鼠
。
後
雲
寛
坐
大
逆
諌
死
。
」

(
必
)
「
不
謹
」
が
刑
罰
用
語
と
共
に
用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
『
史
記
』

張
回
押
之
俸
に
、
文
一
帝
の
二
人
の
息
子
が
司
馬
門
で
下
車
し
な
か
っ
た
た

め
に
張
簿
之
に
不
敬
罪
を
以
て
郵
劾
さ
れ
、
そ
の
際
、
文
帯
が
母
親
薄

太
后
に
封
し
て
「
数
見
子
不
謹
」
と
言
っ
て
菟
冠
し
て
謝
っ
た
と
い
う

例
が
あ
り
、
『
漢
書
』
司
馬
相
如
俸
下
に
は
「
人
之
度
量
、
量
不
透
哉
、

然
此
非
濁
行
者
之
罪
也
。
不
敬
之
数
不
先
、
子
弟
之
率
不
護
、
寡
廉
鮮

恥
、
市
俗
不
長
厚
也
、
其
被
刑
裁
、
不
亦
宜
乎
」
と
あ
り
、
ま
た
同
巻
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八
四
、
陳
鹿
の
俸
に
は
「
有
罪
未
伏
談
、
前
損
聖
徳
之
聴
明
、
奉
詔
不

謡
、
皆
不
敬
」
と
あ
る
。

(
鈎
)
一
般
に
「
殺
人
者
死
」
と
い
う
原
則
が
あ
り
、
人
を
殺
せ
ば
死
刑
と

な
り
、
父
を
殺
す
罪
は
よ
り
重
大
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
皇
帝
の
一
族
で

あ
っ
た
劉
雲
に
は
例
外
的
な
恩
情
が
輿
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

〈
印
)
「
天
者
高
物
之
租
也
、
(
中
略
)
経
陰
陽
寒
暑
以
成
之
。
〈
中
略
)

夏
者
天
之
所
以
長
也
。
徳
者
君
之
所
以
養
也
、
霜
者
天
之
所
以
殺
也
、

刑
者
君
之
所
以
罰
也
。
」

(
日
)
「
博
士
申
威
給
事
中
、
亦
東
海
人
也
、
蚊
宣
不
供
養
行
喪
服
、
海
於

骨
肉
、
前
以
不
忠
孝
克
、
不
宣
復
列
封
侯
在
朝
省
。
」

(
臼
)
「
君
篤
丞
相
、
出
入
六
年
、
忠
孝
之
行
、
率
先
百
僚
、
殴
無
関
駕
。
」

(
臼
〉
秦
代
に
は
「
不
忠
」
の
名
目
で
死
を
宣
告
さ
れ
た
例
と
し
て
、

蒙
倍

の
例
が
あ
る
。
註
(
M
〉
後
半
の
括
弧
内
を
参
照
。
し
か
し
、
漢
代
に
は

「
不
忠
」
の
名
目
で
死
刑
と
な
っ
た
例
は
見
山
富
ら
ず
、
臣
下
と
し
て
の

職
務
怠
慢
を
意
味
す
る
「
不
忠
」
は
、
前
漢
中
期
以
降
で
は
「
不
敬
」

罪
を
構
成
す
る
要
素
と
な
り
、
所
謂
〈
不
道
罪
グ
ル
ー
プ
〉
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
漢
代
の
『
不
敬
』
罪
に
つ
い
て
」

(野
口
餓
郎

編
『
中
園
史
に
お
け
る
飢
の
構
図
』
一
九
八
六
〉
を
参
照
。

(
臼
〉
剣
例
の
こ
と
を
秦
律
で
は
「
廷
行
事
」
と
稽
し
て
い
る
が
、
判
例
が

後
代
に
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
漢
代
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
成
一帝
一
初
期
に

「不
道
は
正
法
な
し
」
と
m
併
せ
ら
れ
た
不
道

罪
も
、
決
事
比
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
成
帯
末
期
に
は
そ
の
概
念
が

定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
註
(
町
四
)
の
拙
稿
を
参
照
。

(
日
)
「
初
元
二
年
、
元
脅
詔
列
侯
掌
茂
材
、
(
富
一
や
侯
張
)
勃
奉
(
陳
〉
湯
。

湯
待
選
、
父
死
不
粋
喪
、
司
隷
奏
湯
無
循
行
、
勃
選
翠
故
不
以
賞
、
坐

削
戸
二
百
。
舎
嘉
、
因
賜
誼
臼
緩
侯
。
湯
下
獄
論
。
芦
復
以
薦
策
郎
、

数
求
使
外
園
。
」

(
日
)

「
膿
之
所
去
、
刑
之
所
取
、
失
躍
則
入
刑
。
相
信
用
表
裏一
者
也
。
(
『
後

漢
書
』
列
俸
三
六
、

陳
筒
侍
)
」

(
閉
山
〉
「
晃
及
弟
利
侯
剛
、
輿
母
太
姫
宗
更
相
麺
告
。
章
和
元
年
、
有
司
奏

請
克
晃
・
剛
爵
篤
庶
人
徒
丹
陽
。
一
帝
不
忍
、
下
詔
回
、
(
中
略
)
晃

・

剛
慾
乎
至
孝
、
濁
乎
大
倫
。
甫
刑
三
千
、
莫
大
不
孝
。
朕
不
忍
宣
之

子
理
。
其
段
目
先
爵
居
同
蕪
湖
侯
、
創
剛
戸
三
千
。
(
中
略
)
其
遺
謁
者
収

晃
及
太
姫
璽
綬
。
晃
立
十
七
年
、
降
爵
。
晃
卒
。
子
無
忌
嗣
。
L

(
回
〉
章
一
帝
一
の
語
中
に
「
朕
こ
れ
を
理
に
置
く
に
忍
び
ず
」
と
あ
る
の
は
、

情
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
な
く
法
の
規
定
通
り
に
裁
く
に
忍
び
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
法
の
規
定
で
は
「
不
孝
」
罪
が
死
刑
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
間
ち
、
前
漢
の
昌
ロ
巴
王
の

場
合
と
同
様
、
『
孝
綬
』
五
刑
章
を
引
用
す
る
の
み
で
、
「
不
孝
」
罪
を

適
用
す
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
漢
で
は
、

唐
律
の
場
合
と
同
じ
く
、
た
と
え
謹
告
で
な
く
と
も
、
父
母
を
告
援
す

る
こ
と
自
鐙
で

「不
孝
」
罪
と
な
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
(
註
(
叩
抑
〉
を

参
照
。
〉
こ
れ
は
秦
律
と
の
重
要
な
相
違
黙
で
あ
る
。

(
回
〉
「
究
初
到
亭
、
人
有
陳
元
者
、
濁
輿
母
居
、
而
母
詣
覧
告
元
不
孝
。

覧
驚
日
、
吾
近
日
過
合
、
虚
落
整
頓
、
耕
転
以
時
。
此
非
悪
人
、
蛍
是

激
化
未
及
至
耳
。
母
守
募
養
孤
、
苦
身
投
老
、
奈
何
懸
念
於
一
朝
、
欲

致
子
以
不
義
乎
。
母
聞
感
悔
、
沸
泣
而
去
。
覧
乃
親
到
元
家
、
輿
其
母

子
飲
、
因
篤
陳
人
倫
孝
行
、
警
以
縮
一
漏
之
言
。
元
卒
成
孝
子
。
」

(

ω

)

な
お
、
仇
覧
の
語
中
に
「
子
を
致
す
に
不
義
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
る

か
」
と
、

「
不
孝
」
を
「
不
義
」
と
言
い
替
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
留
意
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す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
不
孝
」
罪
が
分
化
し
て
唐
律
十
悪
の
う

ち
の
「
不
義
」
を
含
む
〈
不
孝
罪
グ
ル
ー
プ
〉
を
構
成
し
ゅ
く
筋
道
を

暗
示
し
て
い
る
。

(
日
)
「
漢
中
程
文
矩
妻
者
、
同
郡
李
法
之
姉
也
、
字
穆
美
。
有
二
男
、
而

前
妻
四
子
。
文
矩
震
安
衆
令
、
喪
於
官
。
四
子
以
母
非
所
生
、
憎
按
日

積
、
而
穆
萎
慈
愛
温
仁
、
撫
字
盆
隆
、
衣
食
資
供
皆
策
倍
所
生
。
或
謂

母
日
、
四
子
不
孝
甚
突
、
何
不
別
居
以
遠
之
。
針
目
、
五
回
方
以
義
相

導
、
使
其
白
蓮
善
也
。
及
前
妻
長
子
輿
遇
疾
困
篤
、
母
側
際
自
然
、
親

調
薬
膳
、
恩
情
篤
密
。
輿
疾
久
乃
彦
、
於
是
呼
三
弟
謂
日
、
縫
母
慈

仁
、
出
自
天
受
、
吾
兄
弟
不
識
恩
養
、
禽
獣
其
心
。
雄
母
道
盆
隆
、
我

曹
過
慈
亦
巴
深
失
。
途
賂
三
弟
詣
南
郷
獄
、
陳
母
之
徳
、
放
己
之
遇
、

乞
就
刑
降
。
勝
号
一
口
之
於
郡
、
郡
守
表
具
其
母
、
鏑
除
家
借
畑
、
選
散
四

子
、
許
以
傍
革
、
自
後
訓
導
愈
明
、
並
盛
岡
良
土
。
」

(
位
〉
刑
跨
と
は
庚
義
で
は
刑
罰
一
般
を
指
す
が
、
本
来
は
大
僻
即
ち
死
刑

の
義
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
死
刑
を
意
味
し
た
と
恩
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、

年
聞
の
刑
死
者
が
「
高
を
以
て
数
ふ
」
(
『
漢
書
』
刑
法
志
〉
朕
況
で

あ
っ
て
み
れ
ば
(
前
漢
と
後
漢
で
は
さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
と
見
ら
れ

る
〉
、
獄
に
出
頭
す
る
こ
と
は
聞
ち
死
刑
を
健
悟
す
る
こ
と
を
意
味
し

た
と
思
わ
れ
、
事
寅
、
南
朝
の
宋
に
お
い
て
「
子
不
孝
父
母
、
奔
市
」

と
い
う
律
文
の
存
在
し
た
こ
と
〈
次
註
を
参
照
〉
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う

に
、
漢
以
降
の
歴
代
王
朝
の
律
文
中
に
「
不
孝
」
罪
を
死
刑
と
す
る
俊

文
は
存
在
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
臼
)
「
浦
郡
相
豚
唐
賜
、
往
比
邸
朱
起
母
彰
家
飲
酒
還
、
因
得
病
、
吐
盛

議
十
徐
枚
。
臨
死
語
萎
張
、
死
後
刻
腹
出
病
。
後
張
手
自
破
調
、
五
臓

悉
燦
待
。
郡
豚
以
張
忍
行
制
割
、
賜
子
副
叉
不
禁
駐
、
事
起
赦
前
、
法

不
能
決
。
律
傷
死
人
、
四
歳
刑
、
妻
傷
夫
、
五
歳
刑
、
子
不
孝
父
母
奔

市
、
並
非
科
例
。
三
公
郎
劉
孤
議
『
賜
妻
痛
選
往
言
、
見
識
謝
及
理
、

考
事
原
心
、
非
存
忍
害
、
謂
宜
哀
衿
。
』
(
顧
〉
鋭
之
議
日
『
法
移
路

戸
、
猶
恒
周
不
道
、
況
在
妻
子
、
而
忍
行
凡
人
所
不
行
。
不
宜
曲
遁
小
情
、

賞
以
大
理
策
断
、
謂
副
矯
不
孝
、
張
同
不
道
。
』
詔
如
凱
之
議
。
」

(
臼
〉
前
註
の
顧
規
之
俸
に
よ
れ
ば
、
唐
賜
の
妻
が
遺
言
に
よ
る
夫
の
遁
鐙

解
剖
を
行
う
こ
と
を
容
認
し
た
息
子
唐
副
が
「
不
孝
」
罪
に
営
て
ら

れ
、
妻
は
よ
り
重
い
不
道
罪
を
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
宋
王
朝
で

は
、
「
不
孝
」
罪
に
よ
る
死
刑
の
前
例
が
見
嘗
ら
な
か
っ
た
故
に
、
役

人
た
ち
が
戸
惑
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
出
W

〉
池
津
優
「
中
園
古
代
の
『
孝
』
思
想
の
思
想
史
的
意
味
」
(
『
祉
倉
文

化
史
率
』
一
一
一
一
一
、
一
九
九
一
三
及
び
同
氏
「
西
周
春
秋
時
代
の
孝
と
祖

先
祭
紀
に
つ
い
て
」
(
『
地
域
研
究
』
一

O
、
一
九
九
一
一
〉
及
び
「
中
園

戦
園
時
代
の
孝
思
想
の
諸
文
献
」
(
『
地
域
研
究
』
一
一
、
一
九
九
一
一
一
〉

を
参
照
。

(
前
〉
「
生
事
之
以
雄
、
死
喪
之
以
雄
、
祭
之
以
躍
。
(
『
論
語
』
祭
政
〉
」

〈
同
町
〉
劉
皐
林
・
王
楠
「
『
孝
経
』
思
想
評
論
」
(
『
侠
西
師
大
拳
報
』
〈
哲

皐
社
倉
科
暴
版
〉
、
一
九
九
一
一
一
|
一
一
〉

〈
伺
〉
「
段
人
急
神
、
率
民
以
事
紳
、
先
思
而
後
雄
、
先
罰
市
後
賞
、
傘
而

不
親
。
」

(
印
)
註
〈
お
〉
お
よ
び
註
(
臼
)
の
拙
稿
を
参
照
。

(
叩
〉
註
(

6

)

を
参
照
。

〈
冗
〉
野
村
氏
註
(

7

)

論
文
を
参
照
。

(η
〉
註
〈
印
〉
に
同
じ
。

(
河
)
「
烈
怒
、
暴
杖
撃
之
、
鈎
篤
虎
責
中
郎
絡
、
阪
武
弁
戴
鶴
尾
、
狼
狽
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而
走
。
列
出
馬
目
、
死
卒
、
父
樋
而
走
孝
乎
。
鈎
目
、
舜
之
事
父
、
小

杖
則
受
、
大
杖
則
走
、
非
不
孝
也
。
烈
恕
市
止
。
」

(
叫
)
『
孔
子
家
語
』
巻
四
、
六
本
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
卸
ち
、
瓜
畑

を
耕
し
て
い
た
曾
参
は
誤
っ
て
根
を
切
っ
て
し
ま
い
、
怒
っ
た
父
が
大

杖
で
彼
の
背
を
打
ち
す
え
、
た
め
に
曾
参
は
地
に
倒
れ
て
人
事
不
省
に

陥
る
。
幸
い
蘇
生
し
て
大
事
に
至
ら
な
か
?
た
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
い

た
師
の
孔
子
は
逃
げ
な
か
っ
た
曾
参
の
態
度
を
叱
り
、
舜
が
父
瞥
受
に

仕
え
た
例
を
引
い
て
、
「
小
重
な
れ
ば
則
ち
過
を
待
ち
、
大
杖
な
れ
ば

則
ち
逃
走
す
。
故
に
瞥
受
は
不
父
の
罪
を
犯
さ
ず
し
て
舜
は
蒸
蒸
の
孝

を
失
せ
ず
」
と
議
し
た
。

(
符
〉
「
子
告
父
母
、
巨
妾
告
主
、
非
公
室
告
、
勿
聴

0.可
謂
非
公
室

告
。
・
主
撞
殺
刑
発
其
子
臣
妾
、
是
謂
非
公
室
告
、
勿
聴
。
而
行
告
、

告
者
罪
。
告
罪
己
行
、
官
人
有
銭
其
告
之
、
亦
不
嘗
務
。
」

(
河
〉
た
だ
し
法
律
答
問
六
九
衡
に
「
撞
殺
子
、
鯨
震
域
旦
春
。
(
一
八
一

頁
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
正
骨
固
な
理
由
な
く
子
を
殺
す
と
罰
せ
ら
れ
る

の
は
蛍
然
で
あ
り
、
家
庭
内
で
起
き
た
事
件
で
あ
っ
て
も
、
も
し
第
三

者
か
ら
の
告
裂
が
あ
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
。
そ
の
際
の
告
裂
は
(
役
人
等

に
よ
っ
て
〉
公
的
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
か
、
或
い
は
被
害
者
と
深
い
関

係
を
有
す
る
知
人
や
血
縁
者
等
か
ら
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
な

れ
ば
も
は
や
事
は
家
庭
を
越
え
て
お
り
、
「
非
公
室
の
告
」
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
園
家
は
父
親
を
中
心
と
す
る
家
庭
の

秩
序
を
支
持
し
、
圏
家
か
ら
委
譲
さ
れ
た
父
権
の
も
と
に
家
庭
内
秩
序

の
維
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
故
に
子
が
親
を
告
訴
す
る
こ
と
を

認
め
ず
、
逆
に
(
秩
序
の
維
持
が
徐
程
困
難
な
事
態
に
至
れ
ば
)
、
親

か
ら
の
告
裂
は
認
め
る
の
で
あ
る
。

(
作
)
子
の
側
か
ら
親
を
告
設
す
る
行
震
に
関
し
て
、
秦
律
と
唐
律
の
中
関

に
位
置
す
る
の
が
後
漢
の
劉
晃
・
劉
剛
兄
弟
が
母
親
と
相
謹
告
し
た
際

の
量
刑
で
あ
る
。
彼
ら
は
死
刑
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
「
不
孝
」
の

罪
名
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
は
事
寅
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
(
註
(
羽
〉
)

の
よ
う
に
、
前
漢
の
武
一
帝
期
に
劉
爽
が
「
王
の
不
孝
を
告
す
る
に
坐
」

し
た
事
件
を
、
後
漢
の
班
固
が
「
父
王
を
告
す
る
の
不
孝
に
坐
せ
り
」

と
改
め
た
の
は
嘗
時
、
既
に
親
を
告
言
す
る
行
潟
が
「
不
孝
」
罪
と
な

っ
て
い
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

- 34ー



THE OFFENCE OF ４‘LACK OF FILIAL ＰＩＥＴＹ”不孝罪

　　　　　　　

IN THE QIN AND HAN LAWS

Wakae Kenzo

　　

In the Classic of Filial Piety 孝経（χiao-jing), a text used by many

dynasties as representing the idea of rule of the State, it is written that“In

the three thousand articles in Five-Punishments, there is no more serious

offence than the lack of filial piety 不孝.”Moreover, the tｅχtsof Shuihu-

di-Qinmu･zhujian睡虎地秦墓竹簡and the Zhang jiashan-Hanjian-zouyanshu

張家山漢簡奏漱書record ａ crime referred to as “the lack of filialpiety 不

孝”, and the assessment of the crime was death. From this it appears

that the sentence in the χiao-jing reflects the actual situation during the

Warring-States period.

　　

It was basically succeeded to the Later-Han dynasty. However, the

instances of application of this law decreased, especially after the reign of

Xuan-di宣帚，

　

Also, in the Later-Han period the crime of lack of filial

piety came to be considered as ａ much more mino「　offence.　In this

paper, I eχamine the background of this issue, and survey the course of

change of this crime from the Qin-Han period through to its establishment

as one of the “Shi-e 十悪”under the Tang Statutes 唐律(Tang-lii).

THE OFFICIAL RESIDENCES OF CHANGﾀAN

　　　　　　

IN THE TANG DYNASTY

Seo Tatsuhiko

　　

In recent years, more than four thousand new rubbings of o伍cials'

epitaphs, eχcavated mainly near Chang'an and Luoyang, have been publi-

shed consecutively.　These epitaphs have opened new areas of research not

only on the topic of the Tang capitals, but also on all aspects of Tang

studies. Using these, it is now possible to revise and enlarge the statements

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


